
北庄内合併協議会 第１回第２小委員会 

 

日 時：平成１６年１１月２７日（土）第１回協議会終了後 

場 所：平田町農村環境改善センター 多目的ホール    

 

次 第 

 

１ 開  会 

 

 

２ 正副委員長の選出 

 

 

３ 委員長あいさつ 

 

 

４ 協  議 

（１）協議第１８号 協定項目２３ 自治会・行政連絡機構の取扱いについて 

（２）協議第２１号 協定項目２４－（４） まちづくり関係事業の取扱いについて 

（３）協議第３２号 協定項目２４－（１６） 学校関係事業の取扱いについて 

（４）協議第３３号 協定項目２４－（１７） 生涯学習関係事業の取扱いについて 

（５）協議第３８号 協定項目２４－（３） 電算システムの取扱いについて 

 

（６）協議第４０号 協定項目５ 財産の取扱いについて 

 

 

５ そ の 他 

 

 

６ 閉  会 

 

 



協議第１８号 

 

 

協定項目２３ 

 

自治会、行政連絡機構の取扱いについて 

 

自治会、行政連絡機構の取扱いについて、下記のとおり提出する。 

 

平成１６年１１月２７日提出 

 

北 庄 内 合 併 協 議 会       

 会 長  阿 部 寿 一   

 

記 

 

自治会・行政連絡機構の取扱いについて 

 

（１）自治会(区)長会の組織については、当面現行のとおりとし、合併後速や

かに統合するよう働きかける。 

（２）自治会(区)長報酬については、現行のとおり新市に引き継ぎ、合併後調

整する。ただし、広報配布分を除く。 

（３）自治会(区)長会補助金及び酒田市自治会組織等運営費補助金については、

現行のとおり新市に引き継ぎ、合併後調整する。 
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北庄内合併協議会資料（第２小委員会資料） 
協定項目２３ 自治会、行政連絡機構の取扱いについて   協議第  号  平成１５年１０月３１日（第８回協議会） 確 認

調整方針（案） （１）自治会(区)長会の組織については、当面現行のとおりとし、合併後速やかに統合するよう働きかける。 

 
 
 

自治会(区)及び自治会(区)長会に関する１市３町の現状 

項   目 酒 田 市  八  幡  町 松  山  町 平  田  町 

酒田市自治会連合会 酒田市公民館地区自治会連合会 八幡町区長会 松山町駐在員連絡協議会 平田町区長連絡協議会 

自治会関係の 

組織 

 
  

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協力員について、「酒田市協力員設置規則」あり 

 

区長について、「八幡町区長設置

規則」あり 

 

駐在員について、「松山町駐在員

設置条例」あり 

 

区長について、「平田町区長設置

規則」あり 

 

行政と関わり 

○ 住民への連絡 

〇 文書の配布 

 

行政と関わり 

○ 住民への連絡  

〇 広報及び文書の配布 

〇 軽易な調査 等 

 

行政と関わり 

〇 住民への連絡  

○ 広報の配布 

〇 他町行政への協力 等 

 

行政と関わり 

〇 住民への連絡 

○ 広報の配布 

〇 他町行政への協力 等 

 

行政と関わり 

〇 広報の配布  

〇 他町行政への協力 等 

 

例規等による 

行政との関わり 

  

協力員は市の非常勤特別職（上図の網掛の部分） 

 

区長は町の非常勤特別職 

（上図の網掛の部分） 

 

駐在員は町の非常勤特別職 

（上図の網掛の部分） 

 

区長は町の非常勤特別職 

（上図の網掛の部分） 

 

 

所管部会・分科会  企画財政部会 まちづくり分科会 

酒田市市街地ｺﾐｭﾆﾃｨ 
振興会連絡協議会 自治会連合会 

自治会長（178） 

組又は班 

区長会 

区長（49） 

隣組 

自治会

（43）
駐在員（43） 

駐在員連絡協議会 

隣組 

区長連絡協議会

区長（39） 

隣組 

公民館

（10）学区長（10） コミュニティ振興会 

各種地区組織 
（例）地区自治会長会 
   社会福祉部会 
   体育振興会など 

酒田市コミュニティ 
振興会連絡協議会 自治会連合会 

自治会長（145）

組又は班 

地区自治会長会（13）コミュニティ振興会 

各種地区組織 
（例）地区自治会長会 
   社会福祉部会 
   体育振興会など 

協力員（159） 

酒田市協力員設置規則
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北庄内合併協議会資料（第２小委員会資料） 
協定項目２３ 自治会、行政連絡機構の取扱いについて   協議第  号  平成１５年１０月３１日（第８回協議会） 確 認

調整方針（案） （１）自治会(区)長会の組織については、当面現行のとおりとし、合併後速やかに統合するよう働きかける。 

 
 
 
 
 

酒田市 八幡町 松山町 平田町 課題 調整方針 

     市街地区 公民館地区 

自治会数  182     146 

 

 

自治会長会 

≪連合会≫ 

 市街地 178 自治会で組織する「酒田市

自治会連合会」と公民館（中央公民館を

除く）地区 145 自治会で組織する「酒田

市公民館地区自治会連合会」の二つの連

合会がある。 

  酒田市自治会連合会は設立から４１

年の歴史があり、独自に事務所を構え、

事務はすべて連合会で行っている。 

 酒田市公民館地区自治会連合会は平

成１０年４月に設立された。 

 

【目的】 

 自治会活動の自主性を尊重し、加盟自

治会相互の融和・親睦並びに連絡協調を

図り、市政発展に協力して健全なる自治

会の発展に努めると共に、市民活動の向

上に寄与する。 

 

【補助金額】 

 酒田市自治会連合会 

  2,253,000 円 

 酒田市公民館地区自治会連合会 

  563,000 円 

 

自治会数  49 

 

 

自治会長会 

≪区長会≫ 

 八幡町にある 49 の区長で組織する

「八幡町区長会」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【目的】 

 町と町民との相互連絡協調により、円

滑な運営に努めるとともに会員相互の

親睦を図る。 

 

 

 

【補助金額】   360,000 円 

 

自治会数   43 

 

 

自治会長会 

≪駐在員連絡協議会≫ 

  松山町には町内 43 地区の駐在員で組

織する「松山町駐在員連絡協議会」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【目的】 

 町行政事務の円滑な執行と地区住民

の福祉増進を推進するとともに、会員相

互の連携協調を図る。 

 

 

 

【補助金額】  129,000 円 

 

自治会数  39 

 

 

自治会長会 

《区長連絡協議会》 

平田町の 39 の集落区長で組織する

「平田町区長連絡協議会」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【目的】 

 町当局と地区住民の連絡協調を図り

ながら、町民福祉と地区の発展向上を期

すとともに、会員相互の親睦を図る。 

 

 

 

【補助金額】   243,000 円 

 

自治会総数   459 

 

 

◎同名称の自治会 

区 名    市町名   

中村   酒田市 平田町 

円能寺  酒田市 平田町 

 

 

◎似通った名称の自治会 

曙１～２丁目  酒田市 

曙       八幡町 

本町１～３丁目 酒田市 

本町      松山町 

中町１～３丁目 酒田市 

仲町      松山町 

 

 

◎自治会(区)長会連絡協議会

の立ち上げ 

  

自治会(区)の組織につい

ては、現行のとおりとする。

 

 

 
 

 

所管部会・分科会  企画財政部会 まちづくり分科会 
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北庄内合併協議会資料（第２小委員会資料） 

協定項目２３ 自治会、行政連絡機構の取扱いについて   
協議第  号  平成１５年１０月３１日（第８回協議会） 確

認

調整方針（案） 
（２）自治会(区)長報酬については、現行のとおり新市に引継ぎ、合併後調整する。ただし、広報配布分を除く。 
（３）自治会(区)長会補助金及び酒田市自治会組織等運営費補助金については、現行のとおり新市に引継ぎ、合併後調整する。 

 
 
 

酒田市 八幡町 松山町 平田町 課題 調整方針 

≪酒田市協力員≫ 

 市行政事務の円滑を期するため、公民館（中央

公民館を除く）の所管区及び飛島地区に協力員を

置く。協力員数１５９人 

【任期】  ２年 

【身分】 

 非常勤特別職の職員として市長が委嘱 

 

【報酬年額】 

 均等割   7,100 円 

 世帯割   190 円×世帯数 

 市広報配布 510 円×世帯数 

【予算】 

 年間予算 6,253,000 円 

≪八幡町区長≫ 

 住民との連絡を密にし、町行政の円

滑な運営を図るため、町長の補助機関

として設置している。区長数４９人 

【任期】  ２年 

【身分】 

八幡町非常勤特別職の職員として、

町長が委嘱 

【報酬年額】 

 均等割  70,000 円 

 世帯割   1,700 円×世帯数 

 

【予算】 

 年間予算 6,703,000 円 

≪松山町駐在員≫ 

 町行政事務の円滑を期するため、各

自治会に駐在員を置く。駐在員数４３

名。 

【任期】  ２年 

【身分】 

 非常勤特別職の職員として町長が

委嘱 

【報酬年額】 

 均等割   60,000 円 

 世帯割     3,500 円×世帯数 

 

【予算】 

 年間予算 7,785,000 円  

≪区長≫ 

 町行政事務の円滑を期し、住民の福

祉増進等を図るため、各集落に区長１

名を置く。区長数３９人 

【任期】  ２年 

【身分】 

 非常勤特別職の職員として町長が

委嘱 

【報酬年額】 

年額  138,000 円 

【委託料】 

     1,200 円×世帯数 

【予算】 

 年間予算 7,872,000 円 

 

広報配布員の委嘱 

※酒田市の例 

510 円×世帯数 

 

現行のとおり新市に引

継ぎ、合併後調整する。

ただし、広報配布分を除

く。 

≪自治会組織等運営費補助金≫ 

 市街地自治会に対して、自治会組織の活動促進

を図るため補助金を交付している。 

【目的】 

 自治会組織の活動促進を図り、もって住民福祉

の向上に寄与するため、自治会に対して補助金を

交付する。 

【交付対象】 

 酒田市自治会連合会に加入している自治会、そ

の他住民が組織する自治組織（協力員が配置され

ている地区を除く）とする。 

【補助金の額】 

 世帯数  均等割額  世帯割額 補助金交付金額 

 50 以内  7,100 円  9,500 円  16,600 円 

 51～100        19,500 円  26,100 円 

101～150        28,500 円  35,600 円 

151～200        38,000 円  45,100 円 

201～250        47,500 円  54,600 円 

251～300        57,000 円  64,100 円 

301～350        66,500 円  73,600 円 

351～400        76,000 円  83,100 円 

401 以上        85,500 円  92,600 円 

【補助金の額】 

 6,560,000 円 

          

現行のとおり新市に引

き継ぎ、合併後調整する。

≪自治会連合会補助金≫ 

【補助金額】 酒田市自治会連合会 

  2,253,000 円 

酒田市公民館地区自治会連合会 

 563,000 円 

≪区長会補助金≫ 

【補助金額】 

  360,000 円 

≪駐在員連絡協議会補助金≫ 

【補助金額】 

  129,000 円 

≪区長連絡協議会補助金≫ 

【補助金額】 

 243,000 円 

    

現行のとおり新市に引

き継ぎ、合併後調整する。

 

所管部会・分科会  企画財政部会 まちづくり分科会 



協議第２１号 

 

 

協定項目２４－（４） 

 

 

まちづくり関係事業の取扱いについて 

 

まちづくり関係事業の取扱いについて、下記のとおり提出する。 

 

平成１６年１１月２７日提出 

 

北 庄 内 合 併 協 議 会       

 会 長  阿 部 寿 一   

 

記 

 

まちづくり関係事業の取扱いについて 

 

（１）市民活動支援事業については、合併までに調整し統一する。 

（２）地域コミュニティへの補助金、交付金等については、当面現行のとおり

とすることを基本とし、合併後調整を図り統一する。 

（３）自治会（区）及び地縁団体等の集会所建設事業については、合併時に統

一した方法で実施する。ただし、経過措置として、３町の集会施設の新築

事業については平成１９年度まで、また、現在利子補給を受けている事業

については償還が終わるまで、現行の制度を適用する。 
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北庄内合併協議会資料（第２小委員会資料） 
協定項目２４－（４） まちづくり関係事業の取扱いについて   協議第  号  平成１５年１０月３１日（第８回協議会） 確 認

調整方針（案） 
（１）市民活動支援事業については、合併までに調整し統一する。 
（２）地域コミュニティへの補助金、交付金等については、当面現行のとおりとすることを基本とし、合併後調整を図り統一する。 

 
 
 

事業区分 酒田市 八幡町 松山町 平田町 調整方針 

 

市民活動支援事業 

≪市民活動支援事業費補助金≫ 

【目的】 

 自主的にまちづくりを実践している市民

活動団体の発掘と、市民活動団体の活動に

対する新たな事業展開への動機づけを促進

するために補助金を交付する。 

【支援内容】 

 ①５人以上の団体、グループの活動に対

象経費の３分の２以内で３０万円を上

限に助成する。 

 ②事業費が５万円以下の活動に対して

は、対象額から一定額（１万円）を引

いた額を助成する。 

【予算】 

市民活動支援業務委託料 

2,024,000 円 

内訳 市民活動支援事業費補助金 

1,900,000 円 

市民活動支援事業事務 

124,000 円 

 

≪区・地域生涯学習活性化推進補助金≫ 

【目的】 

 各区及び地区生涯学習推進会議が行う地

域おこし・生きがいづくりに資する事業に

対し補助する。 

【支援内容】 

次の事業に補助金を交付する。 

 ①研修会的な事業 

 ②文化的な事業 

 ③レクリエーション的な事業 

 ④ボランティア的な事業 

 ⑤区内の各団体で行われる事業 

【交付の条件等】 

 ①新しい事業、今までの企画を変える事

業等、生涯学習の起爆剤となる事業 

 ②継続性の見込まれる事業 

 ③区・地域の誇りとして残る事業 

 ④地域おこし等に意義深い事業 

【補助金の額】 

 事業費の 1/2 で 5 万円を限度。原則 3 ヵ

年継続事業。 

 ただし、懇親会費は含まない。 

【年間予算枠】 

 200,000 円 

≪松山町地域づくり団体支援事業補助金≫ 

【目的】 

 個性豊かな活力に満ちた地域社会をつく

るために、団体（サークル団体を含む。）が

自ら行う地域づくり事業に対して予算の範

囲内で補助金を交付する。 

【内容】                 

地域における多様な歴史・文化等を活か

した特徴ある地域づくりを推進するため、

次の項目に重点を置いて実践する事業とす

る。 

①生涯学習の推進に関する事業 

②地域景観形成の推進に関する事業 

③福祉、ボランティア活動の推進に関す

る事業 

④伝統文化の継承、振興に関する事業 

⑤その他町長が特に必要と認める事業 

【予算】 

平成 16 年度予算 

＠120 千円×2 団体＝240 千円 

 

   

合併までに調整し統一する 

 

地域コミュニティへの

補助金、交付金等 

◎生涯学習事業で実施 

≪酒田市コミュニティ振興事業補助金≫ 

 57,771,000 円 

 

◎公民館事業で実施 

≪各地区生涯学習推進会議活動補助金≫ 

 200,000 円 

 ≪まちづくり推進事業費補助金≫ 

【目的】 

 地域（分館単位）を中心に住民が主体と

なったまちづくり活動を支援し「緑と水 

心ふれあう町 平田」の実現を図るため補

助金を交付する。 

【補助内容】 

 ①地域づくり計画（分館毎に H12 町総合

計画策定時に策定）に計画されている

ソフト事業及び町長が適当と認めた事

業。 

 ②予算の範囲内としているが、創設期か

らおおむね 10万円程度の補助として定

着している。 

【審査方法等】 

  毎年５月１０日まで企画課へ補助金の

申請、翌年度４月１０日まで実績報告。 

  内容は事務局が確認。 

【予算】 

900,000 円（90,000 円×10 分館） 

 

◎公民館事業で実施 

≪地区公民館活動補助金≫ 

 2,700,000 円 

 

当面現行のとおりとし、合併

後公民館事業等他事行と調整

を図ることとする 

 

所管部会・分科会 企画調整部会 まちづくり分科会 
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北庄内合併協議会資料（第２小委員会資料） 

協定項目２４－（４） まちづくり関係事業の取扱いについて   
協議第  号  平成１５年１０月３１日（第８回協議会） 確

認

調整方針（案） 
（３）自治会（区）及び地縁団体等の集会所建設事業については、合併時に統一した方法で実施する。ただし、経過措置として、３町の集会施設の新築事業については平成１９年度まで、 

また、現在利子補給を受けている事業については償還が終わるまで、現行の制度を適用する。 
 
 
 
 

酒田市 八幡町 松山町 平田町 調整方針 

≪自治会館建設資金利子補給金≫ 

【目的】 

 自治会館建設等（新築、工事額が５０万

円以上の改築及び増築）に対し資金の融資

の斡旋及び利子補給を行うことで、自治会

活動に寄与するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

【補助金の額】 

 利子補給は、融資額６００万円を限度と

し、年利３パーセント以内で７年の元金均

等償還で算出した額を限度に補助金を交付

する。 

 

【実績】 

平成 13 年度 １３自治会 

       952,616 円 

平成 14 年度 １２自治会 

       983,016 円 

平成 15 年度 １０自治会 

       764,494 円 

 

≪公民館建設費補助金交付規程≫ 

【目的】 

 生涯教育の振興を図るため、地方自治法

第 260 条の 2 に基づく地縁による団体とし

て町長の許可を受けた区の公民館等の集会

施設を新築又は増改築する区に対して補助

金を交付する。 

 

【補助対象事業】 

①新築、増改築建物の面積は 30 ㎡以上 

②会議集会及び学習・実習に必要な施設 

③水道、便所を完備 

 

【補助金の額】 

①1/3 以内、限度額 500 万円 

②移転補償に伴うものは、実建設費から補

償額等を差し引いた額の 1/3 以内、限度額

500 万円 

 

【実績】 

 平成 13 年度 １区 

       5,000 千円 

平成 14 年度 １区 

       5,000 千円 

平成 15 年度 なし 

 

平成 16 年度計画 １区 

       5,000 千円 

  ※過疎対策事業債を適用 

   （70％交付税算入） 

≪自治会集会施設整備事業補助金） 

【目的】 

 自治会（地縁団体の認可を受けた自治会

に限る。）に対して集会施設を整備すること

で、自治会活動に寄与するもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【補助金の額】 

建物 1/2 以内 限度額 1,000 万円 

用地 1/2 以内 限度額 500 万円 

 

 

 

【実績】 

 平成 13 年度 １自治会 

       6,032 千円 

平成 14 年度 なし 

 

平成 15 年度 ２自治会 

       8,291 千円 

平成 16 年度計画 ３自治会 

       26,000 千円 

  ※過疎対策事業債を適用 

   （70％交付税算入） 

≪集会施設整備費補助金≫ 

【目的】 

 集落における地域活動の活性化を促進す

るため、拠点となる集会施設の整備に要す

る経費について予算の範囲内で補助金を交

付する。 

 

 

 

 

 

 

 

【補助金の額】 

新築 一律  500 万円 

増築 1/2 以内 限度額 125 万円 

改修 1/2 以内 限度額 100 万円 

備品 1/2 以内 限度額 50 万円 

 

【実績】 

 平成 13 年度  ５集落 

        1,634 千円 

 平成 14 年度 １０集落 

        12,937 千円 

 平成 15 年度 １０集落 

        17,044 千円 

平成 16 年度計画 １１集落 

       19,500 千円 

  ※過疎対策事業債を適用 

   （70％交付税算入） 

  

合併時に統一した方法で実施する。ただ

し、経過措置として、現在過疎指定を受け、

過疎計画で取り組んでいく八幡町、松山町

及び平田町の集会施設の新築事業について

は平成１９年度まで、また、現在利子補給

を受けている事業については償還が終わる

まで、現行の制度を適用する。 

 

◎新市自治会集会施設建設整備事業 

補助基準(案) 

 

１ 新築（新設を含む）に係る補助率及び

補助金額 

  建設に要する経費の２分の１ 

  限度額 ２００万円 

ただし、他の公的補助を併せて受ける

場合は、補助金等の合計金額が経費の２

分の１若しくは２００万円を超えない範

囲で交付する。 

 

２ 増改築に係る補助率及び補助金額 

建設に要する経費の２分の１ 

  限度額 １００万円 

  ただし、他の公的補助を併せて受ける

場合は、補助金等の合計金額が経費の２

分の１若しくは１００万円を超えない範

囲で交付する。 

 

※ 用地費、備品費は建設に要する経費に

は含めないものとする。 

 

 
 
 
 

 

所管部会・分科会  企画財政部会 まちづくり分科会 



協議第３２号 

 

 

協定項目２４－（１６） 

 

学校教育関係事業の取扱いについて 

 

学校教育関係事業の取扱いについて、下記のとおり提出する。 

 

平成１６年１１月２７日提出 

 

北 庄 内 合 併 協 議 会       

 会 長  阿 部 寿 一   

 

記 

 

学校教育関係事業の取扱いについて 

  

（１）遠距離通学対策については、当面現行のとおりとし、合併後に調整し統

一する。 

（２）私立学校等の就学支援事業については、酒田市の例による。 

（３）小学校及び中学校の学区については、現行のとおりとする。 

（４）学校給食の実施方法等については、合併までに調整し統一する。なお、

合併後に酒田市の中学校において完全給食を実施する。 

（５）学校施設の使用料については、合併時に統一する。 

（６）施設整備計画については、現在の各市町の計画を新市に引き継ぐ。 
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北庄内合併協議会資料（第２小委員会資料） 
協定項目２４－（１６） 学校教育関係事業の取扱いについて   協議第  号  平成１５年１０月３１日（第８回協議会） 確 認

調整方針（案） （１）遠距離通学対策については、当面は現行のとおりとし、合併後に調整し統一する。 

 
 
 

 

所管部会・分科会  教育部会 管理・学校教育分科会 

酒　田　市 八　幡　町 松　山　町 平　田　町 調整方針
（１）対象 ①児童は４㎞以上

②生徒は６㎞以上
なし なし なし

（２）内容 ①広野・新堀小学校は、
特定地区児童に通年分
の定期券発行（路線バ
ス）
②松原小学校は、特定
地区児童（１年・２年）に
通年分の回数券発行
（福祉乗合バス）
③第四・第五中学校は、
特定地区生徒に通年分
の定期券発行（路線バ
ス）

なし なし なし

２．冬季通学費
の助成

（１）内容 ①松原小学校は、特定
地区児童（３～６年）に１
１月～３月までの回数券
発行（福祉乗合バス）

なし ①松山中学校は、自転
車通学生徒のために冬
期間、町福祉バスを運行

①南平田小学校は、特
定地区児童に１月～２月
までスクールバス乗車を
許可
②東陽小学校は、特定
地区児童に１２月～３月
までの朝に限り、スクー
ルバス乗車を許可
③飛鳥中学校は、特定
地区生徒に１月～３月ま
でスクールバス乗車を許
可

②冬季通学費について
は、現行のとおりとする。

（１）対象 ①児童は４㎞以上
②生徒は６㎞以上

①児童は４㎞以上
②生徒は旧大沢・日向
中学校学区

①生徒は６㎞以上 ①児童は４㎞以上
②生徒は６㎞以上

（２）内容 ①鳥海小学校は、特定
地区児童のためにス
クールバス１台運行
②平田中学校は、特定
地区生徒のためにス
クールバス１台運行

①八幡・大沢・日向小学
校は、特定地区児童の
ためにスクールバス１台
運行
②大沢・日向小学校は、
特認通学児童のために
スクールバス運行
③八幡中学校は、特定
地区生徒のためにス
クールバス２台運行

①地見興屋小学校は、
特定地区児童のために
スクールバス１台運行
②松山中学校は、特定
地区生徒のためにス
クールバス１台運行

①田沢小学校は、特定
地区児童及び特殊事情
児童のためにスクール
バス１台運行
②南平田小学校は、特
定地区児童のためにス
クールバス１台運行
③飛鳥中学校は、特定
地区生徒のためにス
クールバス１台運行

（３）台数 合計　２台 合計　３台 合計　２台 合計　３台

区　　分
１．通年通学費
の助成

３．スクールバス
運行事業

①通年通学費について
は、酒田市の例による。

③スクールバス運行に
ついては、当面現行のと
おりとし、原則的に小学
校４㎞以上、中学校６㎞
以上の基準とする。運行
方法については、合併後
に調整して統一化する。
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北庄内合併協議会資料（第２小委員会資料） 
協定項目２４－（１６） 学校教育関係事業の取扱いについて   協議第  号  平成１５年１０月３１日（第８回協議会） 確 認

調整方針（案） （２）私立学校等の就学支援事業については、酒田市の例による。 

 
 
 
 
 
 

 

所管部会・分科会  教育部会 管理・学校教育分科会 

酒　田　市 八　幡　町 松　山　町 平　田　町 調整方針
（１）目的 ①私立幼稚園に就園している幼

児の家庭の負担軽減
②公・私立幼稚園間の費用負担
の格差縮小

なし なし なし

（２）内容 　国の補助制度により、保育料を
減免措置した幼稚園に対して補
助金を交付。所得額に応じて４ラ
ンクに分けて支出
①負担割合は国１／３、市２／３

なし なし なし

（１）目的 ①私立幼稚園に就園している幼
児の家庭の負担軽減
②公・私立幼稚園間の費用負担
の格差縮小

なし なし なし

（２）内容 　県の市町村総合交付金制度に
より、保育料を減免措置した幼稚
園に対して補助金を交付
①兄弟同時在園家庭に２人目の
子供の分を１／２補助、３人目の
子供の分として９／１０補助
②上限額は１８，０００円
③就園奨励補助金該当額を控除
④負担割合は県１／２、市１／２

なし なし なし

（１）目的 　幼稚園教育の充実 なし なし なし

（２）内容 ①私立幼稚園（８園）に各７００千
円相当額の補助金

なし なし なし

（１）目的 　私立高等学校生徒の授業料の
負担軽減

なし なし 　私立高等学校生徒の授業料の
負担軽減

（２）内容 ①補助金額は１人年額３０，０００
円
②対象は、生活保護世帯（年額４
０，０００円）、当該年度市民税非
課税世帯、当該年度市民税が均
等割のみ世帯

なし なし ①補助金額は１人年額２５，０００
円
②対象は、生活保護世帯、当該
年度市民税非課税世帯、当該年
度市民税が均等割世帯

（１）目的 大学への就学の奨励 なし なし なし

（２）内容 補給金は、各種修学貸付金利子
の補給。年額３万円以内。

なし なし なし

４．私立高等
学校生徒授業
料軽減補助金

５．大学修学
資金利子補給
金

⑤大学修学資金利子補給金
については、酒田市の例に
よる。

区　　分
①私立幼稚園就園奨励事業
については、酒田市の例に
よる。

②私立幼稚園にこにこ子育
て支援事業については、酒
田市の例による。

③私立幼稚園協会補助金に
ついては、酒田市の例によ
る。

④私立高等学校生徒授業料
軽減補助金については、酒
田市の例による。

１．私立幼稚
園就園奨励事
業

２．私立幼稚
園にこにこ子
育て支援事業

３．私立幼稚
園協会補助金
（私立幼稚園
振興費補助
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北庄内合併協議会資料（第２小委員会資料） 
協定項目２４－（１６） 学校教育関係事業の取扱いについて   協議第  号  平成１５年１０月３１日（第８回協議会） 確 認

調整方針（案） （３）小学校及び中学校の学区については、現行のとおりとする。 

 
 
 
 
 
 

 

所管部会・分科会  教育部会 管理・学校教育分科会 

項目 酒　田　市 八　幡　町 松　山　町 平　田　町
学区改編 １．通学区域

　酒田市立小学校・規則に規定
　①小学校２２校
　②中学校　９校

２．学区改編について
　学区改編審議会を開いて、検討

３．学区外通学・区域外就学について
　許可基準（内部規定）に基づき、認定

１．通学区域
　八幡町立小学校・中学校通学区域に関す
る規則に規定
　①小学校　４校
　②中学校　１校

２．学区改編について
　予定なし

３．学区外通学・区域外就学について
　許可基準（内部規定）に基づき、認定

１．通学区域
　松山町立小学校通学区域に関する規則に
規定
　①小学校　３校
　②中学校　１校

２．学区改編について
　予定なし

３．学区外通学・区域外就学について
　許可基準（内部規定）に基づき、認定

１．通学区域
　平田町立小学校、中学校通学区域に関する規則に規定
　①小学校　３校
　②中学校　１校

２．学区改編について
　学校整備計画に基づき統合並びに学区改編
①東陽小学校は早期に南平田小学校に統合するべく関係
機関・関係者と折衝。統合時学区改編
②田沢小学校は平成２０年度までは現状維持し、その後
の在り方は学区民の意見を聴取し決める

３．学区外通学・区域外就学について
　許可基準（内部規定）に基づき、認定

区分

学校名 １５年度 １６年度 １７年度 １８年度 １９年度 学校名 １５年度 １６年度 １７年度 １８年度 １９年度 学校名 １５年度 １６年度 １７年度 １８年度 １９年度 学校名 １５年度 １６年度 １７年度 １８年度 １９年度 １５年度 １６年度 １７年度 １８年度 １９年度

琢成小学校 279 256 268 261 252 大沢小学校 42 37 35 30 30 地見興野小学校 56 47 49 46 41 東陽小学校 70 57 46 47 39
浜田小学校 313 322 336 311 310 一條小学校 122 127 128 114 108 松山小学校 160 155 148 152 145 田沢小学校 57 50 49 58 58
若浜小学校 411 405 390 375 369 八幡小学校 203 209 194 192 179 内郷小学校 97 92 95 95 92 南平田小学校 288 286 275 264 258
富士見小学校 503 540 569 581 585 日向小学校 37 33 32 32 28
亀城小学校 463 437 429 440 433
松原小学校 689 684 668 675 649
港南小学校 255 244 236 223 200
松陵小学校 392 392 399 386 382
泉小学校 464 473 470 463 482
飛島小学校 0 0 0 0 0
西荒瀬小学校 208 211 197 185 183
新堀小学校 169 160 158 140 142
広野小学校 155 163 163 151 150
浜中小学校 121 116 107 110 114
黒森小学校 76 81 76 69 65
十坂小学校 341 345 348 350 361
宮野浦小学校 408 411 415 401 380
東平田小学校 117 105 100 97 84
中平田小学校 125 108 113 110 102
北平田小学校 94 90 86 84 75
鳥海小学校 214 195 206 197 195
南遊佐小学校 79 74 73 60 56

計 5,876 5,812 5,807 5,669 5,569 計 404 406 389 368 345 計 313 294 292 293 278 計 415 393 370 369 355 7,008 6,905 6,858 6,699 6,547

学校名 １５年度 １６年度 １７年度 １８年度 １９年度 学校名 １５年度 １６年度 １７年度 １８年度 １９年度 学校名 １５年度 １６年度 １７年度 １８年度 １９年度 学校名 １５年度 １６年度 １７年度 １８年度 １９年度 １５年度 １６年度 １７年度 １８年度 １９年度

第一中学校 312 294 262 252 231 八幡中学校 265 235 228 209 223 松山中学校 172 182 176 160 149 飛鳥中学校 232 225 225 208 202
第二中学校 314 300 311 326 321
第三中学校 718 705 686 695 717
第四中学校 668 631 648 658 655
第五中学校 265 259 246 266 262
第六中学校 401 398 425 465 490
飛島中学校 0 0 0 0 0
平田中学校 211 207 195 173 158
鳥海中学校 174 181 164 167 140

計 3,063 2,975 2,937 3,002 2,974 計 265 235 228 209 223 計 172 182 176 160 149 計 232 225 225 208 202 3,732 3,617 3,566 3,579 3,548

合計 合計 8,939 8,787 8,744 8,671 8,543 合計 669 641 617 577 568 合計 485 476 468 453 427 合計 647 618 595 577 557 10,740 10,522 10,424 10,278 10,095

酒　田　市 八　幡　町 松　山　町 平　田　町 合　　　　計

小
学
校

中
学
校

（単位：人） 
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北庄内合併協議会資料（第２小委員会資料） 
協定項目２４－（１６） 学校教育関係事業の取扱いについて   協議第  号  平成１５年１０月３１日（第８回協議会） 確 認

調整方針（案） （４）学校給食の実施方法等については、合併までに調整し統一する。なお、合併後に酒田市の中学校において完全給食を実施する。 

 
 
 
 
 
 

 

所管部会・分科会  教育部会 管理・学校教育分科会 

項　　目 酒　田　市 八　幡　町 松　山　町 平　田　町
小学校 ①完全給食２１校

②調理方法：単独調理場
　（ウエット１９校・ドライ２校）
③給食費：１食２４５円

①完全給食４校
②調理方法：単独調理場
　　（ドライ４校）
③給食費：１食２３５円

①完全給食３校
②調理方式：単独調理場
　　（ウエット２校・ドライ１校）
③給食費：１食２３０円

①完全給食３校
②調理方式：共同調理場
　　（ウエット１か所）
③給食費：１食２４７円

中学校 ①ミルク給食８校 ①完全給食１校
②調理方法：単独調理場
　　（ドライ１校）
③給食費２６５円

①完全給食１校
②調理方法：単独調理場
　　（ウエット１校）
③給食費２８８円

①完全給食１校
②調理方法：共同調理場
　　（ウエット１か所）
③給食費２８９円

物資購入方法①給食材料の入札（見積）の参加申請受
付
②登録業者を対象に仕様・条件等の説明
会を開催して契約
③随時見積依頼（年間・学期・月で見
積）

①八幡町内各商店・産直「たわわ」・学
校給食会より購入

①松山町内４納入業者は月ごとのロー
テーションを組んで納入（肉・野菜）
②学校給食会や近隣市町の業者からも購
入

①給食材料の入札（見積）の参加申請受
付
②登録業者を対象に仕様・条件等の説明
会を開催して契約
③随時見積依頼（年間・学期・月で見
積）

献立作成 ①県学校栄養士５人、市栄養士１人
②献立原案作成（１か月分を２人で作
成）給食実施の２か月前
③学校栄養士連絡会議で検討
④献立作成委員会（給食主任・調理員が
輪番制で３校ずつと栄養士は全員）

①県学校栄養士１人
②献立原案作成は県学校栄養士
③献立作成検討会（学校栄養士・給食主
任・調理員・教育委員会担当者）

①県学校栄養士１人
②献立原案作成（１か月分を栄養士が作
成）給食実施の１か月前
③献立作成会議（栄養士・給食主任・調
理員・教育委員会事務局）

①県学校栄養士１人
②献立原案作成は県学校栄養士

学校給食管理
システム

①献立作成、食材の発注と支払い ①献立作成、食材の発注と支払い

学校給食運営
委員会

①酒田市学校給食運営委員会
②委員構成
　・小学校長会代表（学校給食運営委
員）２人
　・給食主任会３人
　・学校栄養士代表３人
　・教育委員会代表（部長）１人

なし ①松山町学校給食協議会
②委員構成
　・校長４人
　・給食主任４人
　・学校栄養士１人
　・教育委員会３人
　・ＰＴＡ代表４人

①平田町学校給食共同調理場運営委員会
②委員構成
　・教育長１人
　・所長１人
　・校長４人
　・給食主任代表１人
　・ＰＴＡ代表２人
　・酒田保健所長１人
　・学識経験者５人
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北庄内合併協議会資料（第２小委員会資料） 
協定項目２４－（１６） 学校教育関係事業の取扱いについて   協議第  号  平成１５年１０月３１日（第８回協議会） 確 認

調整方針（案） （５）学校施設の使用料については、合併時に統一する。 

 
 
 
 
 
 

 

所管部会・分科会  教育部会 管理・学校教育分科会 

区　　分 酒　田　市 八　幡　町 松　山　町 平　田　町

使用料（学校施設）

【目的】
◎酒田市立学校校舎の使用につ
いて、使用許可・不許可し、使
用料を徴収・免除する。

【内容】
◎使用許可・不許可
◎使用料徴収
　使用料
・小・中学校
　屋内運動場　520円
　教室　100円
・高等学校
　屋内運動場　3,150円
　教室　210円
・1日５時間以内の使用を1回分
として計算する。
・音楽会、演芸会等で会費を徴
収する場合は、５倍とする。
・電灯の使用及び照明その他特
別の装置による電力料は、その
実費を使用料に加算する。

【事務手順】
◎所定様式等による使用申請に
対して、使用許可・不許可す
る。
◎所定の使用料を徴収する。

【目的】
◎八幡町立各小・中学校校舎の
使用について、使用許可・不許
可し、使用料を徴収・免除す
る。

【内容】
◎使用許可・不許可
◎使用料徴収
　使用料
・小学校屋内運動場（１時間単
位）
　　昼間　2,500円
　　夜間　3,000円
・中学校屋内運動場（１時間単
位）
　　昼間　4,500円
　　夜間　5,500円

【事務手順】
◎所定様式等による使用申請に
対して、使用許可・不許可す
る。
◎所定の使用料を徴収する。

【目的】
◎松山町立学校校舎の使用につ
いて、使用許可・不許可し、使
用料を徴収・免除する。

【内容】
◎使用許可・不許可
◎使用料徴収
使用料
・屋内運動場
  小学校  1,630円
　中学校  2,520円
・教室等
　小・中学校　１室につき810円
・屋外運動場　1,630円
・基本使用料は、１回４時間以
内とする。超過使用料は、超過
時間１時間毎に加算する。
・音楽会、演芸会等で会費又は
入場料を徴収する場合は、使用
料の３倍とする。

【事務手順】
◎所定様式等による使用申請に
対して、使用許可・不許可す
る。
◎所定の使用料を徴収する。

【内容】
◎使用料徴収
・屋内運動場
　　田沢小学校・東陽小学校
  　1,620円
　　南平田小学校・飛鳥中学校
  　2,160円
・教室
　　小中学校　540円
・５時間使用を１回分とする。
・興行や営利を目的とする場合
は、所定使用料の５倍の額とす
る。

減免基準
①減免基準は、合併までに
調整して統一化することとし
た。

【１回（４時間）の使用】
・小学校　使用料１，２６０円＋電気料２，０００円＝３，２６０円
・中学校　使用料２，５２０円＋電気料２，０００円＝４，５２０円
・高　校　使用料２，５２０円＋電気料２，０００円＝４，５２０円

【１回（４時間）の使用】
・共　通　使用料３６０円＋冷暖房料１，５００円＝１，８６０円

調整方針

屋内運動場 教　　　室
①使用料については、体育施設の基準であるバスケットボールコート１
面１時間６００円（消費税別）を基本にし、市民が使用できる期間が、体
育施設の１／２であることから、その基本額を３００円とした。
②小学校はバスケットボールコート１面、中学校・高校は２面とした。
③電気料は、酒田市営体育館を参考とし、１時間５００円とした。
④使用区分は、午前・午後・夜間とし、１回の使用を４時間とした。

①使用料については、酒田市中央公民館の中研修室の４時間７００円
（消費税別）を基本にし、市民が使用できる期間が、同施設の１／２で
あることから、その額を３５０円とした。
②冷暖房料も同様にし、１回当たり１，５００円とした。
③使用区分は、午前・午後・夜間とし、１回の使用を４時間とした。
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北庄内合併協議会資料（第２小委員会資料） 
協定項目２４－（１６） 学校教育関係事業の取扱いについて   協議第  号  平成１５年１０月３１日（第８回協議会） 確 認

調整方針（案） （６）施設整備計画については、現在の各市町の計画を新市に引き継ぐ。 

 
 
 
 
 
 

 

所管部会・分科会  教育部会 管理・学校教育分科会 

区　　分 酒　田　市 八　幡　町 松　山　町 平　田　町
小中学校概要 【小学校】学校数　２２校

　　　　　　児童数　５，８１２人

【中学校】学校数　９校
　　　　　　生徒数　２，９７５人

【小学校】学校数　４校
　　　　　　児童数　４０６人

【中学校】学校数　１校
　　　　　　生徒数　２３５人

【小学校】学校数　３校
　　　　　　児童数　２９４人

【中学校】学校数　１校
　　　　　　生徒数　１８２人

【小学校】学校数　３校
　　　　　　児童数　３９３人

【中学校】学校数　１校
　　　　　　生徒数　２２５人

学校施設整備計画【内容】
　補助事業については、県に対し５
年間の施設整備計画を提出してい
る。（酒田市実施計画では３年間の
計画を策定）

・公立学校施設整備事業
・大規模改造事業
・屋外運動場
・学校体育諸施設関係
・耐震診断計画

　中長期的な施設整備計画を策定。

【内容】
　補助事業については、県に対し５
年間の施設整備計画を提出してい
る。

・公立学校施設整備事業
・大規模改造事業
・屋外運動場
・学校体育諸施設関係
・耐震診断計画

　中長期的な施設整備計画を策定。

【内容】
　補助事業については、県に対し５
年間の施設整備計画を提出してい
る。（松山町３カ年実施計画を策
定）

・公立学校施設整備事業
・大規模改造事業
・屋外運動場
・学校体育諸施設関係
・耐震診断計画

　中長期的な施設整備計画を策定。

【内容】
　補助事業については、県に対し５
年間の施設整備計画を提出してい
る。

・公立学校施設整備事業
・大規模改造事業
・屋外運動場
・学校体育諸施設関係
・耐震診断計画

平成１６年度計画 ・浜田小学校改築事業（体育館・プール） ・八幡中学校外壁補修事業（体育館） ・松山小学校暖房設備整備事業 ・教育機器整備事業（コンピューター）

・若浜小学校改築事業（体育館） ・松山小学校耐震診断

・小中学校アルミサッシ改修事業 ・内郷小学校校舎整備事業

平成１７年度計画 ・浜田小学校改築事業（グラウンド） ・松山中学校暖房設備整備事業 ・教育機器整備事業（コンピューター）

・松山中学校耐震診断

・内郷小学校校舎整備事業



協議第３３号 

 

 

協定項目２４－（１７） 

 

生涯学習関係事業の取扱いについて 

 

生涯学習関係事業の取扱いについて、下記のとおり提出する。 

 

平成１６年１１月２７日提出 

 

北 庄 内 合 併 協 議 会       

 会 長  阿 部 寿 一   

 

記 

 

生涯学習関係事業の取扱いについて 

  

（１）生涯学習諸計画については、合併後に新しい計画を策定する。 

（２）公民館については、当面現行のとおりとし、合併後に生涯学習諸計画な

どの指針を決定したうえで、早い段階で方向性を決めていくこととする。 

（３）各種団体助成については、現行のとおりとするが、交付団体が特定され

ていない補助金については、合併までに調整し統一する。また、同種の団

体への補助金は合併までに基準を統一するほか、市町ごとに補助の有無に

違いがある補助金についても合併までに調整する。 

（４）成人式については、１月の第２日曜日に一本化して実施する。 

（５）図書館については、酒田市中央図書館と光丘文庫を図書施設とし、平田

図書センターは図書館同種施設として図書施設と同様の運営とする。また、

八幡町と松山町には中央図書館の文庫を配置し、機能の充実を図る。 

（６）使用料については、現行のとおりとするもの以外は、統一する。 

（７）施設整備計画については、現在の各市町の計画を新市に引き継ぐ。 
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北庄内合併協議会資料（第２小委員会資料） 
協定項目２４－（１７） 生涯学習関係事業の取扱いについて   協議第  号  平成１５年１０月３１日（第８回協議会） 確 認

調整方針（案） （１）生涯学習諸計画については、合併後に新しい計画を策定する。 

 
 
 
 
 
 

 

所管部会・分科会  教育部会 生涯学習分科会 

酒 　田 　市 八 　幡 　町 松 　山 　町 平 　田 　町
【酒田市生涯学習推進計画】
　本計画は、市民の生涯学習による交流を深めて「まちづくり」
につなげるという視点から、市民と行政が一体となって生涯学習
を推進するための基本的方向性を定め、酒田市にふさわしい豊か
な生涯学習社会を形成するための指針となるもので、酒田市総合
計画がうたう「世界に開かれた活力と夢のある個性豊かな交流都
市酒田」の実現を目指し、市民と行政の連携のもとに生涯学習を
推進していくための計画である。
　本計画の期間は、平成１３年度から平成１７年度までの５年。

該当なし 【松山町生涯学習推進事業計画（平成１５年度）】
　生涯学習の町づくり事業を推進し、町民憲章の具現化を図る
ため、民間諸団体、行政が生涯学習についての情報交換及び相
互の連携強調を促進し、生涯学習を総合的に推進するととも
に、町民の生涯学習活動を全町的に支援、助長することを目的
とする。
　計画は、単年度計画で毎年策定している。

該当なし

　《基 本 目 標 》 　《内 　　容 》

　　１．自 分 らしさを見 つけよう 　　１．町 民 憲 章 の 普 及 推 進

　　２．交 流 を広 げ よう 　　　　・関 係 機 関 との 協 力 、連 携 の 推 進

　　３．地 域 社 会 に生 か そう 　　　　・指 導 者 の 養 成 と人 材 確 保 （研 修 派 遣 ・人 材 バ ンク活 用 ）

　　　　・生 涯 学 習 ご よみ による情 報 提 供

　《基 本 目 標 実 現 の ための 体 系 》 　　２．社 会 教 育 事 業 の 推 進

　　１．生 涯 学 習 の 基 礎 づ くり 　　　　・まちか ど学 習 講 座 の 開 設

　　　　・家 庭 での 教 育 の 充 実 　　　　　（趣 味 、教 養 、福 祉 、スポレク、芸 術 、文 化 ）

　　　　・学 校 での 教 育 の 充 実 　　　　・生 涯 の 各 時 期 に対 応 す る生 涯 学 習 事 業 の 充 実

　　　　・地 域 での 教 育 の 充 実 　　３．生 涯 学 習 月 間 の 設 置

　　　　・家 庭 、学 校 、地 域 の 連 携 　　　　・芸 術 祭

　　２．生 涯 学 習 機 会 の 提 供 　　　　・文 化 講 演 会

　　　　・生 きが いづ くり、仲 間 づ くりへ の 支 援 　　　　・町 民 音 楽 祭

　　　　・芸 術 、文 化 に関 す る学 習 機 会 の 提 供 　　　　・スポレク祭

　　　　・生 涯 スポー ツ、レクリエ ー シ ョン活 動 の 推 進 　　　　・健 康 福 祉 まつり

　　　　・現 代 的 課 題 についての 学 習 機 会 の 提 供 　　　　・国 民 文 化 祭

　　　　・大 学 等 との 連 携 による学 習 機 会 の 創 出 　　４．その 他 の 事 業 による推 進

　　３．地 域 活 動 の 活 性 化 　　　　・松 山 町 資 料 館 の 運 営

　　　　・地 域 コミュニ ティ活 動 の 活 性 化 　　　　・教 育 施 設 の 地 域 開 放

　　　　・ボランティア 活 動 の 推 進 　　　　・多 目 的 運 動 公 園 の 利 用 促 進

　　　　・青 少 年 健 全 育 成 活 動 の 推 進 　　　　・伝 統 的 事 業 の 推 進 （武 者 行 列 、薪 能 等 ）

　　４．生 涯 学 習 推 進 体 制 の 整 備 　　　　・完 全 学 校 週 五 日 制 実 施 に対 す る地 域 で の 受 け皿

　　　　・生 涯 学 習 情 報 提 供 と相 談 体 制 の 充 実 　　　　　づ くりの 推 進

　　　　・生 涯 学 習 施 設 の 整 備 と有 効 活 用 　　　　・生 涯 学 習 施 設 「里 仁 館 」の 運 営 支 援

　　　　・生 涯 学 習 推 進 組 織 の 設 置
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北庄内合併協議会資料（第２小委員会資料） 
協定項目２４－（１７） 生涯学習関係事業の取扱いについて   協議第  号  平成１５年１０月３１日（第８回協議会） 確 認

調整方針（案） （２）公民館については、当面現行のとおりとし、合併後に生涯学習諸計画などの指針を決定したうえで、早い段階で方向性を決めていくこととする。 

 
 
 
 
                                                                （面積の単位：平方メートル） 
 

 

所管部会・分科会  教育部会 生涯学習分科会 

施設名称 職員 特別職 コミ振 面積 世帯数 施設名称 職員 特別職 臨時等 面積 世帯数 施設名称 職員 特別職 臨時等 面積 世帯数 施設名称 職員 特別職 臨時等 面積 世帯数

中央公民館 11 5,620 中央公民館 1 1 1 1,987 南部公民館 2 1 488 222 中央公民館 1 2 2,295

中央公民館分館（清亀園） 309 観音寺公民館 1 1 中公併設 873 山寺公民館 2 1 352 197 山元分館 2 388 88

西荒瀬公民館 1 1 1 606 673 一條公民館 1 2 558 514 松嶺公民館 2 1 711 532 田沢分館 2 339 208

新堀公民館 1 1 1 640 628 大沢公民館 1 1 391 244 内郷公民館 2 1 517 418 中野俣分館 2 273 141

広野公民館 1 1 1 529 570 大沢公民館分館 280 北俣分館 2 291 209

浜中公民館 1 1 1 573 546 日向公民館 1 1 220 360 山谷分館 2 239 113

黒森公民館 1 1 2 534 387 日向公民館分館 378 楢橋分館 2 84

十坂公民館 1 1 1 533 1,130 郡鏡分館 2 263 216

東平田公民館 1 1 1 604 510 飛鳥分館 2 263 395

中平田公民館 1 1 1 551 475 砂越分館 2 296 365

北平田公民館 1 1 1 524 422 緑町分館 2 259 179

上田公民館 1 1 1 1,247 371

本楯公民館 1 1 1 661 636

南遊佐公民館 1 1 1 659 431

小計 23 12 13 13,590 6,779 小計 4 5 3 3,814 1,991 小計 0 8 4 2,068 1,369 小計 1 20 2 4,906 1,998

東禅寺コミュニティセンター 2 549 5,217

宮野浦コミュニティセンター 2 610 2,349

若浜コミュニティセンター 1 585 2,334

富士見コミュニティセンター 2 598 2,145

浜田コミュニティセンター 2 1,048 2,584

泉コミュニティセンター 3 598 2,006

松陵コミュニティセンター 3 742 2,556

未設置（琢成コミュニティ振興会） 2,574

未設置（港南コミュニテイ振興会） 1,514

小計 0 0 15 4,730 23,279 小計 0 0 0 0 0 小計 0 0 0 0 0 小計 0 0 0 0 0

出羽遊心館 1,230 天体観測館 2 344 コミュニティセンター 1 2 1,244

公益研修センター 1,878 茶室翠松庵 24 コミュニティカレッジ 中公併設

小計 0 0 0 3,108 0 小計 0 0 0 0 0 小計 0 0 2 368 0 小計 1 0 2 1,244 0

23 12 28 21,428 30,058 合計 4 5 3 3,814 1,991 合計 0 8 6 2,436 1,369 合計 2 20 4 6,150 1,998

平　田　町

社会教育施設

生涯学習施設

合計

区分
酒　田　市 八　幡　町 松　山　町
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北庄内合併協議会資料（第２小委員会資料） 
協定項目２４－（１７） 生涯学習関係事業の取扱いについて   協議第  号  平成１５年１０月３１日（第８回協議会） 確 認

調整方針（案） 
（３）各種団体助成については、現行のとおりとするが、交付団体が特定されていない補助金については、合併までに調整し統一する。また、同種の団体への補助金は合併までに 
  基準を統一するほか、市町ごとに補助の有無に違いがある補助金についても合併までに調整する。 

 
     【生涯学習分科会】 
                                                                        （単位：千円） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                （注）金額は平成１６年度予算額 

 

所管部会・分科会  教育部会 生涯学習分科会 

事業・補助金名 金額 事業・補助金名 金額 事業・補助金名 金額 事業・補助金名 金額

さかた青年まつり活動補助金 900

酒田市白鳥を愛する会活動補助
金

310

酒田市青少年を伸ばそう市民会
議補助金

150

酒田市コミュニティ振興会連絡協
議会補助金

350

酒田市子ども会育成連合会補助
金

100

酒田海洋少年団補助金 160

酒田市コミュニティ振興事業補助
金

57,771

青少年ボランティア育成補助金 40
青少年ボランティアサークル活動
助成金

40

アンフィニ八幡補助金 16

各地区生涯学習推進会議活動補
助金

150

区・地区生涯学習活性化事業助
成金

200

一條公民館運営協議会交付金 6,000 松山町公民館運営委託料 19,462 地区公民館活動補助金 2,700

大沢公民館運営協議会交付金 5,500

日向公民館運営協議会交付金 5,500

観音寺公民館運営協議会交付金 3,000

生涯学習施設里仁館運営費補助
金

5,000

地区公民館連絡協議会助成金 225

②同種団体への補助金
は、合併までに基準を統
一する。

酒田市連合婦人会補助金 100 八幡町婦人会連絡協議会補助金 72 松山町婦人団体育成事業補助金 144 平田町婦人会活動助成金 135

③市町ごとに補助の有無
に違いがある補助金は、
合併までに調整する。

八幡町ＰＴＡ連合会補助金 30 松山町ＰＴＡ育成補助金 33

④交付団体が特定されて
いない補助金について
は、合併までに調整して
統一する。

青壮年学習集団研修助成金 0

①現行のとおりとする。

八　幡　町 松　山　町 平　田　町
調整方針

酒　田　市
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北庄内合併協議会資料（第２小委員会資料） 
協定項目２４－（１７） 生涯学習関係事業の取扱いについて   協議第  号  平成１５年１０月３１日（第８回協議会） 確 認

調整方針（案） 
（３）各種団体助成については、現行のとおりとするが、交付団体が特定されていない補助金については、合併までに調整し統一する。また、同種の団体への補助金は合併までに 

基準を統一するほか、市町ごとに補助の有無に違いがある補助金についても合併までに調整する。 
 
   【体育分科会関係】 
                                                                        （単位：千円） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                               （注）金額は平成１６年度予算額 

 

所管部会・分科会  教育部会 体育分科会 

事業・補助金名 金額 事業・補助金名 金額 事業・補助金名 金額 事業・補助金名 金額

飽海地区中学校体育連盟大会出場補助金 12,630

地区体育振興会補助金 2,300

山形県スポーツ振興２１世紀協会補助金 660
山形県スポーツ振興２１世紀協会負
担金

265
山形県スポーツ振興２１世紀協会負
担金

265
山形県スポーツ振興２１世紀協会負
担金

265

スポーツ少年団育成補助金 1,200 八幡町スポーツ少年団補助金 162 スポーツ少年団補助金 145 スポーツ少年団育成補助金 360

山形県ジュニア駅伝競走大会実行委員会負
担金

600 ジュニア駅伝競走大会参加補助金 400
山形県ジュニア駅伝競走大会補助
金

220
山形県ジュニア駅伝競走大会参加
助成金

250

各種大会出場選手賞賜事業（賞賜金） 900
県少年少女スポーツ交流会出場選
手等助成事業

135

各種大会出場選手賞賜事業（激励金） 2,122

②同種団体へ
の補助金は、
合併までに基
準を統一する。

（財）酒田市体育協会事業補助金 7,241 八幡町体育協会補助金 500 体育協会事業補助金 560 平田町体育協会補助金 558

甲子園基金スポーツ強化事業補助金 400

日本海トライアスロンおしんレース全国大会
補助金

1,500

酒田砂丘マラソン大会補助金 100

庄内デュアスロン大会補助金 100

総合型地域スポーツクラブ補助金 8,504

酒田ジュニアゴルフクラブ補助金 900

東北学童相撲大会補助金 210

八幡町スポーツ少年団指導者連絡
協議会補助金

27

県スポレク祭派遣助成金 200 山形県スポレク祭参加助成金 81

升田スキー場振興会補助金 1,300

シニアバスケットボール大会参加補
助金

150

平田海洋クラブ活動助成金 63

少年の船体験航海助成金 71

①現行のとおり
とする。

③市町ごとに
補助の有無に
違いがある補
助金は、合併ま
でに調整する。

松　山　町 平　田　町
調整方針

酒　田　市 八　幡　町



― 5 ― 

北庄内合併協議会資料（第２小委員会資料） 
協定項目２４－（１７） 生涯学習関係事業の取扱いについて   協議第  号  平成１５年１０月３１日（第８回協議会） 確 認

調整方針（案） 
（３）各種団体助成については、現行のとおりとするが、交付団体が特定されていない補助金については、合併までに調整し統一する。また、同種の団体への補助金は合併までに 
  基準を統一するほか、市町ごとに補助の有無に違いがある補助金についても合併までに調整する。 

 
 
       【芸術文化分科会】 
                                                                    （単位：千円） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（注）金額は平成１６年度予算額 

 

所管部会・分科会  教育部会 芸術文化分科会 

事業・補助金名 金額 事業・補助金名 金額 事業・補助金名 金額 事業・補助金名 金額

県指定無形文化財保存補助金
（黒森歌舞伎）

150

市指定無形民俗文化財保存補助
金（亀ヶ崎獅子舞）

75

市指定無形民俗文化財保存補助
金（本楯神代神楽）

75

町指定無形民俗文化財保存補助
金（青沢獅子おどり）

30

町指定無形民俗文化財保存補助
金（福山神楽）

30

松山能振興会補助金 1,470

県指定民俗文化財補助金（松諷
社）

47

町指定民俗文化財補助金（中北
目神楽）

27

町指定無形民俗文化財補助金
（武者行列）

45

荻野流砲術伝承保存会補助金 90

国指定文化財管理補助金（総光
寺）

123

町指定文化財管理補助金（キノコ
杉ほか）

50

無形民俗文化財伝承保護活動助
成金

280

八幡町芸術文化協会補助金 225 松山町芸術文化協会補助金 550 平田町芸術文化協会活動補助金 207

酒田市民俗芸能保存会補助金 250

八　幡　町 松　山　町 平　田　町

①現行のとおりとする。

②同種団体への補助金
は、合併までに基準を
統一する。

調整方針
酒　田　市
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北庄内合併協議会資料（第２小委員会資料） 
協定項目２４－（１７） 生涯学習関係事業の取扱いについて   協議第  号  平成１５年１０月３１日（第８回協議会） 確 認

調整方針（案） （４）成人式については、１月の第２日曜日に一本化して実施する。 

 
 
 
 
 
 

所管部会・分科会  教育部会 生涯学習分科会 

酒　田　市 八　幡　町 松　山　町 平　田　町

【目的】
　地域青年の出会いの場を提供する目的で、２０
歳を迎えた市民を祝う式典を開催する。

【概要】
　満２０歳を迎える市民、市出身者を対象とし
て、新成人を祝う式典を開催する。

【実施日】
　成人の日の前日（１月の第２日曜日）

【会場】
　酒田市民会館

【対象者及び参加者（１５年度）】
　対象者　１，３１５人
　参加者　　　８３５人

【事務手順】
・新成人の代表者による成人式実行委員会を組織
し、式典内容、記念品等の企画や立案、式当日の
進行・運営する。
・住民基本台帳により新成人該当者に案内ハガキ
を送付。
・住民基本台帳に記載がなく市出身者等で出席を
希望する人にも案内はがきを送付。
・１０月の市広報に開催案内を掲載。

【予算】
　５０１千円

【目的】
　地域青年の出会いの場を提供すると共に、２０
歳を迎えた町民を祝う式典を開催する。

【概要】
　満２０歳を迎える町民、町出身者を対象とし
て、新成人を祝う式典を開催する。

【実施日】
　８月１５日

【会場】
　八幡町中央公民館

【対象者及び参加者（１６年度）】
　対象者　　９８人
　参加者　　８２人

【事務手順】
・新成人の代表者による成人式実行委員会を組織
し、式典内容、記念品等の企画や立案、式当日の
進行・運営を行なう。
・住民基本台帳により新成人該当者の宛名シール
を作成し、案内ハガキを送付。
・住民基本台帳に記載がなく町出身者等には案内
はがきを送付。
・８月の町広報に開催案内を掲載。

【予算】
　１４５千円

【目的】
　地域青年の出会いの場を提供する目的で、２０
歳を迎えた町民を祝う式典を開催する。

【概要】
　満２０歳を迎える町民、町出身者を対象とし
て、新成人を祝う式典を開催する。

【実施日】
　８月１５日

【会場】
松山町町民センター

【対象者及び参加者（１６年度）】
　対象者　　７４人
　参加者　　５５人

【事務手順】
・住民基本台帳により新成人該当者の宛名シール
を作成し、案内ハガキを送付。
・住民基本台帳に記載がなくても町出身者（具体
的には町の中学校卒業者）には案内ハガキを送
付。

【予算（１６年度）】
　３９４千円

【目的】
　20歳を迎える成人者をお祝いすると共に、新成
人が社会人としての自覚を持ち、責任ある行動を
取っていこうとする気持ちを醸成する。

【概要】
　満２０歳を迎える町民、町出身者を対象とし
て、新成人を祝う式典を開催する。

【実施日】
　８月１５日

【会場】
　ひらたタウンセンター

【対象者及び参加者（１６年度）】
　対象者　１０７人
　参加者　　７２人

【事務手順】
・新成人の代表者による成人式実行委員会を組織
し、式典内容、記念品等の企画や立案、式当日の
進行・運営を行なう。
・住民基本台帳及び中学就学児名簿により新成人
該当者の町内の住所・宛名を検索し、往復はがき
を作成し送付する。県外在住者には家族から連絡
を取ってもらう。
・８月の町広報紙に、開催案内を掲載する。

【予算】
　５６５千円

【式典次第】
①開式の辞
②主催者あいさつ（教育委員会委員長）
③お祝いの言葉（市長）
④来賓紹介（市長、国会・県議会・市議会の各議
員、前年成人者代表のグループ紹介）
⑤祝電披露
⑥成人になった所感（成人代表）
⑦花束贈呈（前年成人者代表から成人者代表へ）
⑧記念品贈呈（市長から成人者代表へ）
⑨閉式の辞
・式典は約３０分で終了。
・式典終了後、希望者に各中学校ごとに記念撮影
し、１，５００円で送付。

【式典次第】
①黙祷（出席者全員）
②開式のことば（教育委員会委員長）
③君が代斉唱
④式辞（町長）
⑤記念品贈呈（町長から成人者代表へ）
⑥祝辞（町議会議長・中学校恩師代表・酒田警察
署交通課長）
⑦来賓紹介（町議会議長・中学校恩師・各小中学
校長・八幡病院長・町議会議員ほか）
⑧祝電披露
⑨謝辞（成人代表）
⑩開式のことば（教育委員会委員長職務代理者）
・式典は約３０分で終了。
・式典終了後、参加者全員で記念撮影。写真は教
育委員会予算で配布。
・一連の行事後、成人全員がその場で懇談会。

【式典次第】
①開式の辞（教育長）
②君が代斉唱
③成人者呼び上げ（教育次長）
④式辞（町長）
⑤祝辞（議長・教育委員長・中学校時代恩師）
⑥祝電披露（教育次長）
⑦来賓並びに職員紹介（教育長）
⑧記念品贈呈（町長から成人者代表へ）
⑨成人者謝辞（成人者代表）
⑩閉式の辞（教育長）
・式典終了後、記念講演をし、全員で記念撮影
し、出席者全員に後日送付。
・その後、新成人が企画、運営する「二十歳の集
い」を開催。

【式典次第】
①開式のことば（助役）
②町民憲章唱和（教育委員長）
③成人者呼び上げ（教育課長）
④式辞（町長）
⑤記念品贈呈（町長、成人者代表）
⑥祝辞（町議会議長）
⑦来賓紹介（中央公民館長）
⑧祝電紹介（教育委員会職員）
⑨謝辞（成人者代表）
⑩交通安全の誓い（成人者代表）
⑪記念品目録贈呈（成人者代表）
⑫閉会のことば（助役）
・式典は約１時間で終了。
・式典終了後、１時間程度の記念講演を行なう。
・その後、記念撮影を行ない、写真は後日送付。
・午後から「二十歳のつどい」を実施。

【課題】
・実行委員の推薦（地区公民館長、コミュニティ
振興会長に依頼してきた）。
・実行委員会で成人式の企画等についての意見が
ほとんど出ない。
・式典は静粛に行なわれているが、実施方法の検
討が必要。
・１６年度から記念品を廃止し、出会いの場の提
供とする。

【課題】
・実行委員会で成人式の企画等についての意見が
ほとんど出ない。
・現在式典は静粛に行なわれているが、実施方法
の検討が必要。
・実行委員のなり手がなく、成人式を続けなけれ
ばならないのか疑問。

【課題】
・二十歳の集いの実行委員会がなかなかそろわな
い。
・成人式の実施内容の検討が必要。

【課題】
・地元在住者が少なくなり、実行委員の推薦が難
しい。
・実行委員会で成人式の企画等についての意見が
ほとんど出ない。
・式典中は私語が多い。いかに静粛に式典を進行
するかが課題。
・講演会の廃止案も出ており、検討が必要。
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北庄内合併協議会資料（第２小委員会資料） 
協定項目２４－（１７） 生涯学習関係事業の取扱いについて   協議第  号  平成１５年１０月３１日（第８回協議会） 確 認

調整方針（案） （５）図書館については、酒田市中央図書館と光丘文庫を図書施設とし、平田図書センターは図書館同種施設として図書施設と同様の運営とする。 
  また、八幡町と松山町には中央図書館の文庫を配置し、機能の充実を図る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

項 目 酒 田 市 八 幡 町 松 山 町 平 田 町 

①施設 ・中央図書館 

・光丘文庫 

・図書館なし 

但し、中央公民館に図書資料室として設置 

・図書館なし 

但し、松嶺公民館に図書コーナーとして設置 

・平田図書センター 

②開館時間 月曜日～土曜日  ９：００～１９：００ 

日曜日・休日    ９：００～１７：００ 

月曜日～日曜日  ８：３０～２１：３０ 

休日          ８：３０～２１：３０ 

全日  ８：３０～１７：００ 

但し、公民館の開館時間中は夜間でも利用可 

火曜日～金曜日     ９：００～１９：００ 

土曜日・日曜日・休日  ９：００～１７：００ 

③休館日 年末年始、図書整理期間 第３日曜日、年末年始、図書整理期間 公民館休館日と同じ 月曜日、年末年始、図書整理期間 

④蔵書構成 ０．総記       ９，３３６冊 

１．哲学       ４，１２８冊 

２．歴史      １３，４２８冊 

３．社会科学   ２０，５７５冊 

４．自然科学    ７，４０２冊 

５．技術       ８，４１０冊 

６．産業       ５，２７９冊 

７．芸術      １２，０７９冊 

８．言語       ２，２１１冊 

９．文学      ３８，７７７冊 

逐次刊行物    １５，９９９冊 

点字図書         ９４１冊 

児童         ３４，１１９冊 

紙芝居        １，６６８巻 

視聴覚資料     ３，４０１点 

合 計       １８７，５２３冊 

  （光丘文庫を除く） 

０．総記        ３２０冊 

１．哲学        ３１２冊 

２．歴史       １,０４７冊 

３．社会科学     ９９４冊 

４．自然科学     ２５５冊 

５．技術        ２２７冊 

６．産業        １２２冊 

７．芸術        ３４５冊 

８．言語        １３９冊 

９．文学      ２，８１４冊 

逐次刊行物      ５９６冊 

児童         ２，３６７冊 

紙芝居          ３７巻 

合 計        ９，５７５冊 

０．総記         ７０冊 

１．哲学         ８４冊 

２．歴史        ４４０冊 

３．社会科学     ３６３冊 

４．自然科学     ２４４冊 

５．技術         ７１冊 

６．産業         ７３冊 

７．芸術        １９５冊 

８．言語         ４９冊 

９．文学      ２，３３０冊 

児童         １，５５７冊 

合 計        ５，４７６冊 

（平成１６年１１月２２日現在） 

０．総記         ５２０冊 

１．哲学         ５６６冊 

２．歴史       ２，１７３冊 

３．社会科学    ２，２３２冊 

４．自然科学    １，４８７冊 

５．技術       ２，１７９冊 

６．産業         ６６２冊 

７．芸術       １，５８４冊 

８．言語         ３６９冊 

９．文学       ６，５０８冊 

雑誌            ８５３冊 

絵本          ３，６３６冊 

児童          ４，９３６冊 

紙芝居          ４５１巻 

視聴覚資料       ２９４点 

コミック          ５７４点 

合 計        ２９，０２４冊 

⑤有効登録者数 １８，３３３人（過去３か年以内の登録者数） 登録制度なし 登録制度なし 有効登録者数  ２，１２７人 

⑥館外貸出者数 男    ３９，８６３人 

女    ６３，７８０人 

合計  １０３，６４３人 

男     ２８４人 

女     ８１１人 

合計  １，０９５人 

男     ３５０人 

女     ７５０人 

合計    １，１００人（１５年度） 

男     ６，４９６人 

女    １４，５７３人 

合計   ２１，０６９人 

⑦図書館職員 ・市職員       ７人（専従） 

・日々雇用職員   ７人 

・町職員    １人（兼任） 

・三セク職員  １人（兼任）    

・教育委員会で管理 ・町職員  ５人（兼任）  ・嘱託 １人（兼任） 

・日々雇用職員   ２人 

⑧図書購入費 

（１６年度） 

・一般図書               １４，４８３千円 

・児童図書                ２，９０４千円 

・逐次刊行物、その他         ２，４５０千円 

合   計        １９，８３７千円 

・一般図書   ２５０千円 ・一般図書、児童図書等   ２００千円 ・一般図書、児童図書等   ５，０００千円 

 

⑨購入図書数 ・一般図書  ７，７６０冊 

・児童図書  ２，１４０冊 

・一般図書  １２４冊 

・児童図書  １７５冊 

・一般図書   ７８冊 

・児童図書   ７６冊（１５年度分） 

・一般図書  ３，７８１冊 

・児童図書  ２，０９５冊 

現 況 

⑩その他 ◎巡回文庫（公民館・コミセンを利用したミニ文庫） 

・巡回箇所  １３か所 

・年３回図書交換 

・一般図書１００冊、児童図書２００冊 

   

②開館時間 ・中央図書館 月曜日～土曜日 ９：００～１９：００ 
          日曜日・休日   ９：００～１７：００    

・光丘文庫  火曜日～日曜日 ９：３０～１６：４５ 

火曜日～土曜日  ９：３０～１８：３０ 
日曜日・休日    ９：３０～１７：００ 

火曜日～土曜日  ９：３０～１８：３０ 
日曜日・休日    ９：３０～１７：００ 

火曜日～土曜日  ９：３０～１８：３０ 
日曜日・休日    ９：３０～１７：００ 

合併後 

③休館日 ・中央図書館  第 1 月曜日(現段階で未確定)、 
年末年始、図書整理期間 

・光丘文庫 月曜日、祝日、年末年始、図書整理期間 

月曜日、年末年始、図書整理期間 月曜日、年末年始、図書整理期間 月曜日、年末年始、図書整理期間 

所管部会・分科会  教育部会 生涯学習分科会 
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北庄内合併協議会資料（第２小委員会資料） 
協定項目２４－（１７） 生涯学習関係事業の取扱いについて   協議第  号  平成１５年１０月３１日（第８回協議会） 確 認

調整方針（案） （６）使用料については、現行のとおりとするもの以外は、統一する。 

     【生涯学習分科会】 
       ①公民館の使用料については、下記のとおりとする。 
       ②生涯学習施設の使用料については、現行のとおりとする。 
       ③使用料の減免基準については、合併までに統一する。                                   （単位：円） 

  酒田市 八幡町 松山町 平田町 

   中央公民館       中央公民館      松嶺公民館     中央公民館     

   使用室名 使用料 冷暖房料 舞台照明料    使用室名 午前 午後 夜間   使用室名 使用料 冷暖房料   使用室名 使用料 冷暖房料   

   大会議室    ホール 5,000  5,000 7,500  全館 3,670   ホール 1,000 400    

   大研修室 
1,050  1,500   

   研修室 1,100  1,100 1,650  集会室 620 460  楽屋１・２ 200 160    

   中会議室    栄養指導室 2,000  2,000 3,000  和室 620 230  会議室 400 160    

   中研修室    ※燃料費、冷暖房料は実費   ※使用は１回４時間以内   視聴覚室 400 160    

   中練習室 

730  1,500   

   ※政治団体、宗教団体、社交的団体及び個人は２．５倍     ※使用料・冷暖房料は１時間単位   

   小会議室    ※営利的な催事や集会は５倍   

※音楽会、演芸会等で会費または入場料を

徴収する場合は３倍   ※冷暖房料は使用料の０．４倍   

   小研修室          ※宴会使用は１．５倍   ※興行や営利目的は５倍   

   小練習室 

520  1,000   

                   

   応接室 1,570  1,000                      

   特別会議室 3,150  1,500                      

 

  

コミュニティルー

ム 
1,750  5,000    

                  

   ホール 7,350  7,000  1,000                    

   ※入場料を徴収する場合は２倍                    

                          

   地区公民館       一條公民館      南部、山寺、内郷公民館    分館は使用料の定めなし   

   使用室名 使用料 暖房料 冷房料    使用室名 午前 午後 夜間   使用室名 使用料 冷暖房料        

   講堂 780  900      ホール 2,000  2,000 3,000  全館 2,520        

   研修室 540  450  500    研修室 1,000  1,000 1,500  大集会室 620 460       

          栄養指導室 1,500  1,500 2,250  和室 370 230       

          ※燃料費、冷暖房料は実費   調理室 370        

          ※政治団体、宗教団体、社交的団体及び個人は２．５倍   ※使用は１回４時間以内        

          ※営利的な催事や集会は５倍          

                

※音楽会、演芸会等で会費または入場料を

徴収する場合は３倍        

                ※ガス等燃料は実費        

          大沢公民館・日向公民館     ※宴会使用は１．５倍        

            通常 営業目的              

          １回 1,000  5,000              

          調理実習室併用 1,200  5,500              

          ※冷暖房料は実費             

 

使用料 

（公民館） 

                                       

 
                                          

   酒田市中央公民館     八幡町・平田町中央公民館   地区公民館（その他の公民館）          

   使用室名 使用料 冷暖房料 舞台照明料   使用室名 使用料 冷暖房料   使用室名 使用料 冷暖房料   午前 ９：００～１３：００   

   大会議室   ホール 4,200 1,000   集会室 1,050 1,000   午後 １３：００～１７：００   

   大研修室 

1,050 1,500  

  研修室 1,050 500   研修室 520 500   

使用区分 

夜間 １７：００～２１：３０   

   中会議室   調理実習室 1,470 500   調理実習室 730 500          

   中研修室             入場料を徴収する場合は２倍   

   中練習室 

730 1,500  

                   

   小会議室                    

   小研修室                    

   小練習室 

520 1,000  

               

   応接室 1,570 1,000                     

   特別会議室 3,150 1,500                     

 
  

コミュニティルー

ム 
1,750 5,000  

                   

   ホール 7,350 7,000 1,000                    

 

調整方針 

                                          

所管部会・分科会  教育部会 生涯学習分科会 
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北庄内合併協議会資料（第２小委員会資料） 
協定項目２４－（１７） 生涯学習関係事業の取扱いについて   協議第  号  平成１５年１０月３１日（第８回協議会） 確 認

調整方針（案） （６）使用料については、現行のとおりとするもの以外は、統一する。 

 
     【生涯学習分科会】 
       ①公民館の使用料については、下記のとおりとする。 
       ②生涯学習施設の使用料については、現行のとおりとする。 
       ③使用料の減免基準については、合併までに統一する。                                             （単位：円） 

  酒田市 八幡町 松山町 平田町 

   コミュニティセンター          天体観測館     平田町コミュニティセンター    

 

  
使用室名 

９：００～ 

１３：００ 

１３：００～ 

１７：００ 

１７：００～ 

２２：００      
区分 入館料 

  
使用室名 使用料 

    

   会議室 520  520  730    大人 100  多目的ホール 700     

   料理実習室 730  730  940    
個人 

小・中学生 50  休養室 400     

   集会室 1,050  1,050  1,570    大人 90  調理実習室 500     

     会議室 料理実習室 集会室     

団体 

（２０人以上） 小・中学生 40   研修室 400     

   暖房料 500  500  1,000      大人 500   和室 400      

   冷房料 500  ー 1,000      
通年利用 

小・中・高校生 200   大研修室 500      

   ※入場料を徴収する場合は３倍     ※障害者は半額    中研修室 400      

                小研修室 200      

   出羽遊心館        茶室翠松庵     テニスコート     

 

  
使用室名 

９：００～ 

１３：００ 

１３：００～ 

１７：００ 

１７：００～ 

２１：３０ 
 
   

名称 基本使用料 超過使用料
  

テニスコート 

夜間照明料 400    

   ホール 3,150  3,150  3,570      茶室 620 120   宿泊料     

   研修室１ 2,100  2,100  2,410      ※基本使用料は１回４時間以内   区分 小中学生 一般   

   研修室２ 1,360  1,360  1,570       ※超過使用料は、１時間ごとに加算   団体宿泊研修 300 400   

   和室１・２・３ 940  940  1,050            その他 400 500   

   広間 3,150  3,150  3,570           ※営利目的は５倍   

   控室・付属水屋 ー ー ー           ※冷暖房料は使用料の０．４倍   

   茶室 4,720  4,720  5,350      ※使用料は１時間単位    

     冷房料 暖房料           

   ホール 1,500  1,500        平田町農村コミュニティカレッジ拠点施設   

   研修室１ 1,500  1,500          区分 使用料    

   研修室２ 1,000  1,000           ホール 1,000     

   和室１・２・３ 1,000  1,000          楽屋１ 200     

   広間 1,000  1,000           楽屋２ 200     

   控室・付属水屋 1,000  1,000           会議室 400     

   茶室 500  500           視聴覚室 400     

   ※入場料を徴収する場合は５倍           ※営利目的は５倍   

                 ※冷暖房料は使用料の０．４倍   

   酒田市公益研修センター（研修室）           ※使用料は１時間単位    

 

使用料 

（生涯学習施設） 

    

９：００～ 

１３：００ 

１３：００～ 

１７：００ 

１７：００～ 

２０：００                

    平日 520 520 390                

 

     

９：００～ 

１３：００ 

１３：００～ 

１６：３０                 

    土曜日 520 520                 

 

     

１０：００～ 

１３：００ 

１３：００～ 

１５：００                 

    日曜日・祝日 390 260                 

    ※冷暖房料は、いずれの区分も１，０００円                

    ※入場料を徴収する場合は５倍                

                       

    酒田市公益研修センター（グラウンド）                

    高校生以下 520                 

    
入場料なし 

一般 1,050                 

    高校生以下 1,050                 

    
入場料あり 

一般 2,100                 

    ※使用料は１時間単位                 

    ※グラウンド夜間照明料は別途                  

所管部会・分科会  教育部会 生涯学習分科会 
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北庄内合併協議会資料（第２小委員会資料） 
協定項目２４－（１７） 生涯学習関係事業の取扱いについて   協議第  号  平成１５年１０月３１日（第８回協議会） 確 認

調整方針（案） （６）使用料については、現行のとおりとするもの以外は、統一する。 

     【体育分科会】①使用料については、現行のとおりとするもの以外は、統一する。 
             ②使用料の減免基準については、合併までに統一する。                        （単位：円） 

  酒田市 八幡町 松山町 平田町 調整方針 
                               

   酒田市営体育館【３面】     八幡町体育館【２面】   松山町民体育館【２面】   平田町民体育館【１面】      

   全面 1,260     全館 1,200   全館 5,040   通常使用 全面 1,000      

   半面 630     全面 1,000   全面 4,400   全灯 2,500      

   

入場料なし 

１／４ 310     

スポーツ使用 

半面 500   半面 2,520   

電気料 

半灯 1,500      

   全面 2,520     全館 5,000   全館（夜間） 9,440   ※興業や営利は５倍       

   半面 1,260     全面 4,000   全面（夜間） 8,180           

   

入場料あり 

１／４ 630     

スポーツ以外 

半面 2,000   

スポーツ使用 

半面（夜間） 5,040   平田町海洋センター【２面】     

①体育館についてはバスケットボール１面当た
り１時間の使用料を６００円として、料金の統
一を図る。なお、消費税は外税形式とし１０円
未満は切り捨てる。また、電気料は現行のと
おりとする。 

 

   全灯 1,500     全館 1,500   全館 15,120   全面 1,000         

   

電気料 

半灯 750     全面 1,000   全面 12,600   

通常使用 

半面 500      

   中学生以下 50     

電気料 

半面 500   半面 7,560   全面 400      

   高校生 100     小学生 30   全館（夜間） 19,520   

冷暖房料 

半面 200      

   

個人使用 

一般 210     中学生 50   全面（夜間） 16,380   ※興業や営利は５倍       

          高校生 100   

スポーツ以外 

半面（夜間） 10,080          

②個人使用が可能な施設の使用料は、１回当
たり、大人２１０円、大学・高校生１００円、小・
中学生５０円として統一する。 

 

   亀ヶ崎記念会館【１面】     

個人使用 

一般 200   中学生以下 50              

 
  

全面 420 
         

勤労者・高校生・６
０歳以上 

80 
             

   

通常使用 

半面 210          

個人使用 

一般 150              

   電気料 全面 100          ※１回の使用は４時間以内               

   ※高校生以下は１／２                           

                               

   酒田市営南体育館【１面】                          

   全面 630                          

   

通常使用 

半面 310                          

   全面 300                          

   

電気料 

半面 150                          

   ※高校生以下は１／２                           

                               

   酒田市営親子スポーツ会館【２面】                          

   全面 940                          
   

通常使用 
半面 470                          

   全灯 500                          

   

電気料 

半灯 250                          

   ※高校生以下は１／２                           

   ※個人使用は市営体育館と同じ                          

                               

   酒田市営国体記念体育館（大アリーナ）【３面】                          

   全面 1,890                          

   ２／３面 1,260                          

   半面 940                          

   

入場料なし 

１／３面 630                          

   全面 3,780                          

   ２／３面 2,520                          

   半面 1,890                          
   

入場料あり 

１／３面 1,260                          

   全灯 3,000                          

   

電気料 

半灯 1,500                          

   冷暖房料 全面 10,500                          

   ※高校生以下は１／２                           

   ※個人使用は市営体育館と同じ                          

 

体育館 

                                           

                                            

   酒田市武道館【４面】     修道館【２面】        平田町民体育館【１面】      

   全面 1,680     全館 500        通常使用 全面 300      

   半面 840     

スポーツ使用 

半面 250                   

   

通常使用 

１／４面 420     全館 1,500        平田町海洋センター【２面】      

   全灯 500     

スポーツ以外 

半面 750        通常使用 全面 400      

   半灯 250     全館 300        冷暖房料 全面 160      

 
  

電気料 

１／４灯 125 
    

電気料 

半面 150 
       

※興業や営利は５倍 
  

  
    

③武道館については、酒田市は現行のとおりと
し、各町の施設は１面（柔道・剣道）当たり１時
間２５０円として統一を図る。なお、消費税は
外税形式とし１０円未満は切り捨てる。また、
電気料は現行のとおりとする。 

 
   ※高校生以下は１／２      ※個人使用は町体育館と同じ                   

   ※個人使用は市営体育館と同じ                          

 

武道館 

                                        

                                            

   酒田市営光ケ丘テニスコート                       

   酒田市営北テニスコート                       

   酒田市営国体記念テニスコート                      

④テニスコートについては、現行の料金とする。

 

   通常使用 １面 420                          

   電気料 １面 500                          

 

テニスコート 

                                           

                                        

 その他の施設 
                                      

⑤その他の施設については、現行の料金とす
る。   

所管部会・分科会  教育部会 体育分科会 
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北庄内合併協議会資料（第２小委員会資料） 
協定項目２４－（１７） 生涯学習関係事業の取扱いについて   協議第  号  平成１５年１０月３１日（第８回協議会） 確 認

調整方針（案） （６）使用料については、現行のとおりとするもの以外は、統一する。 

 
     【芸術文化分科会】 

        ①使用料については、現行のとおりとする。 
        ②減免基準については、合併までに統一する。                                                        （単位：円） 
 

 入館料（単位：円） 

 一般成人 大学生・高校生 中学生・小学生 
使用料（単位：円） 年間利用券 特別展示 

 

歴史民俗 

資料施設 
施設名 

個人 団体 個人 団体 個人 団体 午前 午後 夜間 １日 一般 小・中・高 １日１回 

備考 

 酒田市資料館 100  70  50  30  50 30 
３，０００円以内で市

長が定める額 

５００円以内で市長

が定める額 

１，０００円以内で市

長が定める額 
  

 旧鐙屋 310  260  210  150  100 50         

 奉行所跡         

 城輪柵跡         

 

酒田市 

旧白崎医院 

無料 

        

 松山町資料館 350  280  250  200  100 90 1,800 

高・大１，３００円 

小・中 ５００円 

法人５，０００円 

  

 

松山町 

阿部記念館 100  50  100  50  50 40  

資料館、阿部記念館、天体観

測館の３館通年共通券 

２，５００円 

 平田町 旧阿部家 無料    

                 

 入館料（単位：円） 

 一般成人 大学生・高校生 中学生・小学生 
使用料（単位：円） 年間利用券 

 

その他施設 

（１） 
施設名 

個人 団体 個人 団体 個人 団体 午前 午後 普通会員（２人まで）特別会員（10 人まで） 

写真展示館は回数券

（１１枚つづり） 

美術館は特別展示 

備考 

 酒田市写真展示館 420  360  210  150  100 80     2,100 10,500  4,200 

 

酒田市 

酒田市美術館 520  420  260  210  100 50 2,620 2,620 2,520 12,600  
１，５００円以内で市

長が定める額 

写真展示館、市美術館、本間

美術館の３館共通券 

１，４１０円 

                 

 使用料（単位：円）    

 午前 午後 夜間 全日    

 

その他施設 

（２） 
施設名 区分 

９：００～１２：００ １３：００～１７：００ １８：００～２２：００ ９：００～２２：００ 

備考 

   

 平  日 20,300  30,500 40,600 81,200      

 土・日・休日 24,400  36,500 48,700 97,400      

 
酒田市 

酒田市民会館 

（大ホール） 
準備使用 50/100  

 

 

所管部会・分科会  教育部会 芸術文化分科会 
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北庄内合併協議会資料（第２小委員会資料） 
協定項目２４－（１７） 生涯学習関係事業の取扱いについて   協議第  号  平成１５年１０月３１日（第８回協議会） 確 認

調整方針（案） （７）施設整備計画については、現在の各市町の計画を新市に引き継ぐ。 

 
 
 
 
 

区  分 酒 田 市 八 幡 町 松 山 町 平 田 町 

①地区公民館整備計画 

 老朽化に伴う整備、利便性のための整備。 

 

①中央公民館整備計画 

 耐震診断の結果により、整備が必要。 

①老朽化地区公民館の整備の検討 ①老朽化地区分館の整備の検討 

②コミュニティセンター整備計画 

 

 

②老朽化地区公民館の整備の検討 

 一條公民館は整備要望あり。 

②天体観測館整備計画 ②コミュニティセンター大規模改修計画 

生涯学習関係 

③公益研修センター多目的ホール整備計画 

 

 

      

①光ケ丘陸上競技場公認更新計画 

 ５年に１度、日本陸上競技連盟の公認を取

得するための整備計画で平成１７年度に検

定が実施される。 

①トレーニングルームの改善 ①多目的運動公園周辺整備 ①町民体育館屋根改修工事 

②光ケ丘プール公認更新計画 

 ５年に１度、日本水泳連盟５０ｍプール公

認を取得するための整備計画で平成１８年

度に検定が実施される。 

②升田スキー場整備 ②河川運動公園整備 ②総合運動公園整備計画 

体育関係 

  

 

 

③町体育館暖房施設の改善 ③老朽体育施設再整備計画の検討   

①庄内考古資料館整備計画 

 埋蔵文化財発掘調査の必要度が増加して

いるが、専門的知識を有する職員の養成は市

町村単独では困難であることから、市町村文

化財行政の指導体制を充実し、出土した遺物

類を広く収集保管するとともに、庄内の埋蔵

文化財及び出羽の国の歴史を紹介する施設

として県・国に要望している。 

  ①構想：歴史公園整備事業   

芸術文化関係 

  

 

 

  ②大手門瓦葺き替え事業   

 
 

 

所管部会・分科会  教育部会 生涯学習分科会・体育分科会・芸術文化分科会 
 



協議第３８号 

 

 

協定項目２４－（３） 

 

電算システムの取扱いについて 

 

電算システムの取扱いについて、下記のとおり提出する。 

 

平成１６年１１月２７日提出 

 

北 庄 内 合 併 協 議 会       

 会 長  阿 部 寿 一   

 

記 

 

電算システムの取扱いについて 

  

電算システムについては、合併時に稼動できるようシステムの統合を図る。 
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北庄内合併協議会資料（第２小委員会資料） 
協定項目２４－（３） 電算システムの取扱いについて   協議第  号  平成１５年１０月３１日（第８回協議会） 確 認

調整方針（案） 電算システムについては、合併時に稼動できるようシステムの統合を図る。 

 
 
合併に伴う電算システム統合に関する基本方針 

 
１．電算システム統合 
（１） 住民サービスの維持・向上を図るため、合併時の安全かつ確実な稼動、運用経費等の削減を図ることなどを基本的考え方とする。 
（２） システム統合にあたっては、①既存システムの存在を必ずしも前提とせずに最善の方法を考えることとし、②既存システムを使用する場合には、データ統一、システム開発等の作業量や移行費用を抑えるため、

人口規模の大きなところに合わせることも考慮する、③移行が困難なシステムについては、新規システムを導入するものとし、標準化されたパッケージソフトを採用する。 
                                                                    （注１） 
２．各庁舎を結ぶネットワーク整備 
（１） 合併時に新市の各庁舎で電算システムが円滑に利用でき、現行どおりの住民サービスが提供できるよう、新市の広域ネットワークの整備を行う。 
（２） 整備にあたっては、各団体で整備した地域イントラ間を自設の光ファイバにより接続するものとし、安全性が最も高いループ型接続とする。 
                       （注２）                                （注３） 
 

電算システム等の概要 
 

 
 
                                                    注１ パッケージ・ソフト 
                                                             既成のソフトのこと。ここでは、製品化された業務用各種システムソフトのことをいう。 
 
                                                          

注２ 地域イントラ 
         インターネットの技術を用いて構築される地域内ネットワークのこと。ここでは、地域の教育、行政、福祉、 

                                                            医療、防災等の高度化を図るため、学校、図書館、公民館、市役所などを光ファイバで高速・超高速で接続す

る地域公共ネットワークのことをいう。 
なお、地域イントラネット基盤施設整備事業（総務省の補助事業）により、酒田市が平成１４年度に整備済み、

平田町、松山町が平成１５年度に整備、また八幡町が平成１６年度に整備予定である。 
 
 

                                                    注３ ループ型接続 
                                                             施設間を接続する方法のひとつで、センターとなる施設（現在の市町庁舎）間を環状に接続することをいう。

最も信頼性が高く安全な接続形態である。 

 

所管部会・分科会  企画財政部会 情報企画分科会 

分類 システム名 業　　　　務　　　　内　　　　　容
住民情報 住民の転出転入等の管理および住民票発行
印鑑 印鑑登録管理および証明書発行
国民年金 国民年金加入者の資格管理
国保 国民健康保険加入者の資格管理
選挙 選挙人名簿の調整および投票所入場券発行
戸籍 戸籍の管理および関係証明書発行
住民基本台帳ネットワーク 住民票の広域交付および住民基本台帳カード発行
福祉医療 福祉医療受益者の管理および医療証発行
老人医療 老人医療受益者の管理および医療証発行
介護保険 介護保険対象者の資格管理および認定事務
健康管理 各種健診の受診者・受診予定者の管理
児童手当 児童手当の受給者管理および支給
保育所入所負担金 保育所入退所管理および保育料算定
福祉年金 福祉年金加入者の資格管理
住民税 住民税の賦課および納付書発行
固定資産税 固定資産税の賦課および納付書発行
国民健康保険税 国民健康保険税の賦課および納付書発行
軽自動車税 二輪車並びに軽自動車の賦課および納付書発行
税収納 税、保険料の収納管理
税証明 各種税にかかる証明書発行
家屋評価 家屋の評価計算

住民

福祉

税



協議第４０号 

 

 

協定項目５ 

 

財産の取扱いについて 

 

財産の取扱いについて、下記のとおり提出する。 

 

平成１６年１１月２７日提出 

 

北 庄 内 合 併 協 議 会       

 会 長  阿 部 寿 一   

 

記 

 

財産の取扱いについて 

 

  １市３町が所有する財産及び債務は、すべて新市に引き継ぐ。 

  

 

 

 

 



－1－ 

北庄内合併協議会資料（第２小委員会資料） 
協定項目５ 財産の取扱いについて   協議第  号  平成１５年１０月３１日（第８回協議会） 確 認

調整方針（案） 1 市３町が所有する財産及び債務は、すべて新市に引き継ぐ。 

  

    ◆１市３町の財産状況（平成 16 年 3 月 31 日現在） 

 
      １ 公有財産                                                
        

 （１）土地及び建物    （単位：㎡）

  全  体 酒 田 市 八 幡 町 松 山 町 平 田 町 

  建 物   建 物   建 物   建 物   建 物  

 
区  分 土  地 

木造 非木造 計 

土 地 

木造 非木造 計 

土 地 

木造 非木造 計 

土 地 

木造 非木造 計 

土 地 

木造 非木造 計 

 
庁  舎 50,414 1,742 19,534 21,276 21,087 1,573 10,558 12,131 9,234   2,738 2,738 7,222 169 1,952 2,121 12,871   4,286 4,286

 消防 

施設 
6,637 2,767 123 2,890 3,347 1,930 113 2,043 782       1,793 500 10 510 715 337   337

 

その他 

の行政 

財産 
その他

の施設 
16,361 258 1,910 2,168 117 258   258         16,244   1,910 1,910         

 
学校 994,668 17,333 194,918 212,251 692,529 15,667 148,343 164,010 99,688 146 18,597 18,743 84,606 229 13,922 14,151 117,845 1,291 14,056 15,347

 公営 

住宅 
104,144 4,707 47,886 52,593 78,126 434 46,191 46,625 12,339 839 1,695 2,534 3,327 1,033   1,033 10,352 2,401   2,401

 
公園 1,529,024 706 2,292 2,998 1,413,901 351 447 798 44,003 121   121 32,648 219 1,845 2,064 38,472 15   15

 

公共用 

財 産 

その他

の施設 
3,047,337 36,631 157,371 194,002 555,639 11,202 114,086 125,288 1,883,820 13,554 18,186 31,740 302,192 5,341 9,345 14,686 305,686 6,534 15,754 22,288

 
小  計 5,748,585 64,144 424,034 488,178 2,764,746 31,415 319,738 351,153 2,049,866 14,660 41,216 55,876 448,032 7,491 28,984 36,475 485,941 10,578 34,096 44,674

 
普通財産 1,575,048 3,086 6,372 9,458 559,862 1,806 4,062 5,868 656,032 129 786 915 10,334 197   197 348,820 954 1,524 2,478

 
山  林 7,100,808 0 0 0 2,231,971       3,639,559       687,459       541,819       

 合  計 14,424,441 67,230 430,406 497,636 5,556,579 33,221 323,800 357,021 6,345,457 14,789 42,002 56,791 1,145,825 7,688 28,984 36,672 1,376,580 11,532 35,620 47,152

 
 

所管部会・分科会  企画財政部会 財政分科会 
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北庄内合併協議会資料（第２小委員会資料） 
協定項目５ 財産の取扱いについて   協議第  号  平成１５年１０月３１日（第８回協議会） 確 認

調整方針（案） 1 市３町が所有する財産及び債務は、すべて新市に引き継ぐ。 

  
      

 
（２）山 林 

    （単位：㎡） 

 
区   分 全  体 酒 田 市 八 幡 町 松 山 町 平 田 町 

 
所   有 7,100,808 2,231,971 3,639,559 687,459 541,819  

 
分   収 2,427,037 463,560 801,446 60,280 1,101,751  

 
合     計 9,527,845 2,695,531 4,441,005 747,739 1,643,570  

 
 
（３）動 産 

     

 
区   分 全  体 酒 田 市 八 幡 町 松 山 町 平 田 町 

 1 隻 1 隻  

 
船   舶 

223 総トン 223 総トン  

 1 隻 1 隻  

 
し 尿 運 搬 船 

92 総トン 92 総トン  

 1 隻 1 隻  

 
飛島海中体験丸 

11.16 ｍ 11.16 ｍ  

 
 
（４）物 権 

    （単位：㎡） 

 
区   分 全   体 酒 田 市 八 幡 町 松 山 町 平 田 町 

 
地  上  権 350.00 350.00       

 
地  役  権 548.41 548.41       

 

 

合     計 898.41 898.41       

 

所管部会・分科会  企画財政部会 財政分科会 
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北庄内合併協議会資料（第２小委員会資料） 
協定項目５ 財産の取扱いについて   協議第  号  平成１５年１０月３１日（第８回協議会） 確 認

調整方針（案） 1 市３町が所有する財産及び債務は、すべて新市に引き継ぐ。 

  
      
 

 
（５）無体財産 

     

 
区   分 全   体 酒 田 市 八 幡 町 松 山 町 平 田 町 

 
商  標  権 4 件 3 件     1 件 

 
合     計 4 件 3 件     1 件 

 
 
（６）有価証券 

    （単位：円） 

 
区   分 全   体 酒 田 市 八 幡 町 松 山 町 平 田 町 

 
株     券 250,006,650 190,974,150 22,646,500 35,329,000 1,057,000  

 
合     計 250,006,650 190,974,150 22,646,500 35,329,000 1,057,000  

 
 
（７）出資等による権利     （単位：円） 

 
区   分 全   体 酒 田 市 八 幡 町 松 山 町 平 田 町 

 
出  資  金 810,399,480 599,363,500 81,832,980 57,889,000 71,314,000  

 
出  捐  金 628,725,800 567,662,800 31,567,200   29,495,800  

 
預託金及び貸付金 651,388,021 643,373,021 2,321,000 2,278,000 3,416,000  

 
合     計 2,090,513,301 1,810,399,321 115,721,180 60,167,000 104,225,800  

 
 

所管部会・分科会  企画財政部会 財政分科会 
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北庄内合併協議会資料（第２小委員会資料） 
協定項目５ 財産の取扱いについて   協議第  号  平成１５年１０月３１日（第８回協議会） 確 認

調整方針（案） 1 市３町が所有する財産及び債務は、すべて新市に引き継ぐ。 

  
      
 

２ 物 品（自動車） 
      （単位：台） 

 
区   分 全   体 酒 田 市 八 幡 町 松 山 町 平 田 町 

 乗用車（普通・小型） 57 25 18 7 7  

 貨物車（普通・小型） 69 51 1 7 10  

 軽四輪車（普通・貨物） 30 12  3 7 8  

 バ       ス 38 13 10 7 8  

 し 尿 収 集 車 5 3 2     

 塵 芥 収 集 車 8 8       

 消   防   車 64 44 8 2 10  

 特   殊   車 52 26 9 7 10  

 合     計 323 182 51 37 53  

 
 

３ 債 権 
      （単位：円） 

 
区  分 全   体 酒 田 市 八 幡 町 松 山 町 平 田 町 

 
高齢者住宅設備資金貸付金 11,219,349       11,219,349  

 
八幡町病院事業会計長期貸付金 99,460,285   99,460,285     

 
育英資金貸付金 99,297,750       99,297,750  

 
合  計 209,977,384   99,460,285   110,517,099  
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北庄内合併協議会資料（第２小委員会資料） 
協定項目５ 財産の取扱いについて   協議第  号  平成１５年１０月３１日（第８回協議会） 確 認

調整方針（案） 1 市３町が所有する財産及び債務は、すべて新市に引き継ぐ。 

  
      

４ 基 金 
       （単位：円） 

 区    分 全   体 酒 田 市 八 幡 町 松 山 町 平 田 町 

 （１）財政調整基金 現  金 1,579,572,869 910,470,472 121,214,397 160,514,000  387,374,000  

 （２）市債管理（減債）基金 現  金 1,142,391,740 819,789,720 73,094,020 834,000  248,674,000  

 現  金 649,942,344 460,711,449 87,035,879 45,715,816  56,479,200  

 貸 付 金 0         

 土  地 1,025,045,273 803,106,553 74,507,114 80,506,606  66,925,000  

 

（３）土地開発基金 

計 1,674,987,617 1,263,818,002 161,542,993 126,222,422  123,404,200  

 （４）総務、企画関係基金 現  金 847,452,799 798,567,359 47,921,440 730,000  234,000  

 現  金 2,315,571,941 2,095,597,142 95,249,799 2,545,000  122,180,000  

 有価証券 103,222,000 103,222,000       

 

（５）施設整備関係基金 

計 2,418,793,941 2,198,819,142 95,249,799 2,545,000  122,180,000  

 （６）健康、福祉関係基金 現  金 1,077,717,376 755,011,951 150,486,425 44,065,000  128,154,000  

 （７）上下水道等関係基金 現  金 241,962,871 0 177,150,871 23,912,000  40,900,000  

 現  金 171,515,974 91,944,393 12,103,659 17,580,646  49,887,276  

 貸 付 金 14,500,000 0 0 14,500,000  0  

 

（８）産業関係基金 

計 186,015,974 91,944,393 12,103,659 32,080,646  49,887,276  

 現  金 537,035,864 481,631,222 5,342,000 28,262,642  21,800,000  

 有価証券 1,225,000 1,225,000 0 0  0  

 貸 付 金 13,382,000 0 0 13,382,000  0  

 

（９）教育、文化関係基金 

計 551,642,864 482,856,222 5,342,000 41,644,642  21,800,000  

 （10）国民健康保険給付基金 現  金 1,020,105,833 613,644,635 145,235,356 129,434,000  131,791,842  

 合     計  10,740,643,884 7,934,921,896 989,340,960 561,981,710  1,254,399,318  
 

所管部会・分科会  企画財政部会 財政分科会 
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北庄内合併協議会資料（第２小委員会資料） 
協定項目５ 財産の取扱いについて   協議第  号  平成１５年１０月３１日（第８回協議会） 確 認

調整方針（案） 1 市３町が所有する財産及び債務は、すべて新市に引き継ぐ。 

  
      

◆地 方 債 残 高（平成１５年度決算） 
 

               （単位：百万円、％）

  全    体 酒  田  市 八  幡  町 松  山  町 平  田  町 

 
区     分 残高(A) 

うち交付税

措置 (B) 
(A)-(B) 残高(A) 

うち交付税

措置 (B)
(A)-(B) 残高(A) 

うち交付税

措置(B) 
(A)-(B) 残高(A) 

うち交付税

措置(B) 
(A)-(B) 残高(A) 

うち交付税

措置(B) 
(A)-(B) 

 普 通 会 計 63,681 28,962 34,719 48,307 19,437 28,870 6,298 4,024 2,274 3,063 1,811 1,252 6,013 3,690 2,323

   公共下水道事業 33,489 17,119 16,370 28,863 14,497 14,366 2,471 1,286 1,185 2,155 1,336 819  0

 農業集落排水事業 5,433 2,658 2,775 2,963 1,357 1,606 461 255 206 424 212 212 1,585 834 751

 合併処理浄化槽設置事業 175 93 82 50 25 25 0  0 125 68 57

 簡易排水事業 20 10 10  0 0 20 10 10  0

 水道事業 14,682 116 14,566 12,654 84 12,570 0 1,328 32 1,296 700 700

 簡易水道事業 863 279 584  0 863 279 584  0  0

 病院事業 2,777 946 1,831 2,267 840 1,427 510 106 404  0  0

 介護保険事業 274 0 274 254 254 0  0 20 20

 旅客定期航路事業 159 57 102 159 57 102 0  0  0

 

特
別
会
計
・
企
業
会
計 

国保事業（施設勘定） 27 19 8  0 0 27 19 8  0

   飛島診療所 2 2 0 2 2 0    

 合   計 121,582 50,261 71,321 95,519 36,299 59,220 10,603 5,950 4,653 7,017 3,420 3,597 8,443 4,592 3,851

 
 

 

所管部会・分科会  企画財政部会 財政分科会 
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北庄内合併協議会資料（第２小委員会資料） 
協定項目５ 財産の取扱いについて   協議第  号  平成１５年１０月３１日（第８回協議会） 確 認

調整方針（案） 1 市３町が所有する財産及び債務は、すべて新市に引き継ぐ。 

  
      

◆債 務 負 担 行 為 の 状 況 （平成１５年度決算） 
          （単位：千円） 

 全   体 酒  田  市 八  幡  町 松  山  町 平  田  町 

区   分 債務負担行為 
限度額 

平成 16 年度 
以降の 

支出予定額 

債務負担行為 
限度額 

平成 16 年度 
以降の 

支出予定額 

債務負担行為 
限度額 

平成 16 年度 
以降の 

支出予定額 

債務負担行為 
限度額 

平成 16 年度 
以降の 

支出予定額 

債務負担行為 
限度額 

平成 16 年度 
以降の 

支出予定額 

１．物件の購入等に係るもの 2,258,046  654,885  2,223,086 654,885  34,960  

 (1)土地の購入に係るもの 2,034,960  525,735  2,000,000 525,735  34,960  

 (2)その他の物件の購入に係るもの 223,086  129,150  223,086 129,150   

      

２．債務保証又は損失補償に係るもの 4,077,730   4,000,000 77,730   

 (1)地方三公社に係るもの 4,074,000   4,000,000 74,000   

 (2)その他に係るもの 3,730   3,730   

      

３．その他 4,334,631  2,416,069  1,918,411 1,054,851 850,429 409,652 824,435 472,689  741,356  478,877 

 (1)利子補給等に係るもの 1,460,689  783,949  1,354,953 744,528 61,255 22,053 14,029 8,371  30,452  8,997 

  (ｱ)農林水産関係に係るもの 117,850  45,827  85,960 40,485 16,860 4,905 3,037 3  11,993  434 

  (ｲ)商工関係に係るもの     

  (ｳ)住宅関係に係るもの 73,846  34,079  44,395 17,148 10,992 8,368  18,459  8,563 

  (ｴ)その他 1,268,993  704,043  1,268,993 704,043   

 (2)その他に係るもの 2,873,942  1,632,120  563,458 310,323 789,174 387,599 810,406 464,318  710,904  469,880 

      

合   計 10,670,407  3,070,954  8,141,497 1,709,736 850,429 409,652 902,165 472,689  776,316  478,877 
 

所管部会・分科会  企画財政部会 財政分科会 




